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廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第２条第２
項、第４項
第１号、第
６条の２、
第１１条第
１項

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
施行令第
２条

病院・高齢者福祉施設から排出される
非感染性の廃棄物のうち、廃プラスチッ
ク類は産業廃棄物とされ、紙くず及びし
尿は一般廃棄物とされている。

ｃ  

廃棄物に関する一般廃棄物と産業廃棄物の区分
は、最終的な廃棄物の処理責任を有する者を市町
村とするか、排出事業者とするかによって区分するも
のであって、ご提案のように再生利用するかどうかに
よって、処理責任を負うべき者を決定することはでき

ない。
　また、産業廃棄物は、不適正処理された場合の原
状回復を含め、排出事業者が最終的な処理責任を
負う廃棄物であり、産業廃棄物と区分するかどうか
については、廃棄物の最終的な処理責任を排出事
業者（本件については病院等）が引き受けるかどうか
という点が決定的に重要であるため、リサイクル事
業・エネルギー回収事業の推進という立場からの御

主張でこれを変更することは困難である。

使用済みオムツを一律に産業廃棄物に区分すること
は、使用済みオムツのリサイクル処理方法が全国規
模で確立してないことを考慮すると、混乱が起きるこ
とが想定されるため、適当ではないと考えるが、要望
者のようなリサイクル事業者のリサイクル推進の取り
組みを後押ししていくことが必要である。一般廃棄物
と産業廃棄物の区分に起因しておこるリサイクル推
進を阻害する弊害は、当該使用済みオムツに限った
話ではない。そういった課題を解決していくため、リ
サイクル事業・エネルギー回収事業の推進という立
場から御省の具体的な取組を示されたい。

c

一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイクルを推進する
ため、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自
動車リサイクル法といった個別リサイクル法に加え、
廃棄物処理法においても、環境大臣の認定により廃
棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可を不要とす
る再生利用認定制度を設けており、廃ゴムタイヤを
セメント原料として使用する場合や廃プラスチック類
を高炉において鉄鉱石の還元剤に用いる場合など
について認めている。さらに、拡大生産者責任に基
づく広域的なリサイクルについて、環境大臣の認定
により廃棄物処理業の許可を不要とする広域認定制
度を設けており、自動二輪メーカーやパソコンメー
カーによる広域的なリサイクルの取組を推進してい

る。
  また、都道府県等が行う措置として、再生利用が確
実な廃棄物の処理については、都道府県知事が個
別指定することにより、廃棄物処理業の許可を不要
とする特例を設け、各都道府県等の特性に応じたリ

サイクルの促進を図っている。
 さらに、循環型社会形成推進交付金や廃棄物処理
施設における温暖化対策事業等により、廃棄物処理
施設におけるエネルギー回収の支援を行っている。

トータ
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1 A

病院・高齢者福祉施設等から排出
される非感染性使用済み紙おむ
つの廃棄物区分を産廃である廃
プラスチック類とすること

病院・高齢者福祉施設等から排出される非感染性の使用
済み紙おむつは、産廃である廃プラスチックと一廃の混合
物であることから、その取扱いが「事業系一廃、産廃、適正
処理であれば一廃・産廃どちらでも構わない｣と地域によっ

て異なっている。
2005年、産学官共同研究開発を基に使用済み紙おむつを
焼却せずに水溶化処理で、廃プラスチック、パルプ、汚泥を
分離回収し、再生利用する紙おむつリサイクル施設が完成
した。この施設では、非感染性の使用済み紙おむつを産廃
処理しており、産廃と認められている地域から集めている。
それ以外の地域からも紙おむつをリサイクルしたいとの要

望があるが、お断りせざるを得ない状況である。
紙おむつは今後も増加し、事業系一廃として焼却処理して
いる市町村での受け入れや貴重な資源の再生利用は難し
いと思われる。一方、紙おむつリサイクルを事業とするに
は、ある程度まとまった量を広域から集める必要がある。
従って、事業活動から排出される非感染性使用済み紙お
むつの廃棄物区分を、産廃である廃プラスチック類と位置
づけ、一律、産廃処理できるよう要望するものである。

地域の収集運搬事業者が回収した非感染性の使用済
み紙おむつを、リサイクル施設で破袋・分離・殺菌・洗
浄・脱水工程を経て廃プラスチック、パルプ、汚泥を分
離回収する。回収された廃プラスチックはRPFの燃料と
して熱回収し、パルプはさらに180℃の熱処理を加え安
全性を確実にして再生紙おむつ、モウルド、防火板など
の原料として再利用する。汚泥は土壌改良材として緑

農地に還元する。
紙おむつに特化した資源リサイクル事業として、年間
6000トン処理し、約300トンのプラスチックと約1000トン
のパルプを再資源化する。この紙おむつリサイクルは、
回収素材の全てを資源として再生利用でき、焼却処理
に較べ二酸化炭素の排出が削減され焼却残物も生じな
い、環境負荷を軽減する資源循環型の理想的な排泄ケ

アリサイクルシステムである。
2005年の紙おむつ生産枚数は100億枚を超え、さらに
増加する勢いであり、紙おむつリサイクル事業の必要
性が高まっている。本事業に賛同する事業者に対しリ
サイクルに関する技術やノウハウを提供し、その開業及

び事業支援を行い普及展開を進めている。

乳幼児用の「使い捨ておむつ」として使われてきた紙おむつ
は、急激な高齢化で病院・高齢者福祉施設等での使用が急
増した。2005年、紙おむつの生産枚数は100億枚を超え、生

産重量も約48万トンに達した。
大量に排出する病院・高齢者福祉施設等では、糞便・し尿の
ついた貸布おむつをクリーニングして再使用しており、使用
済み紙おむつもゴミとして焼却するだけではなく、リサイクル
によって再生利用すべきとの意向が強い。事業系一廃に区
分されている地域では、処理責任は市町村にあり、排出者が
再生利用を望んでも現状では難しい。一方、産廃に区分され
ている地域では、同一性状の廃棄物でも排出者の意思で再

生利用でき、効率的に再資源化できる。
また、リサイクルを事業として実施していくには、採算に合う
処理量が必要であるが、非感染性の使用済み紙おむつを産
廃に区分している地域は限られ、ある程度の量を集めるには
市町村単位ではなく、もっと広域的な処理を進める必要があ

る。
こうした課題に対応するため、事業系の使用済み紙おむつを
産廃に区分することで、一層のリサイクル推進が図れる。

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

第２条２項・４項
第２条の３
第３条２項

第４条２項・３項
　

環境省

参考資料　　　　　　　          ①
平成１７年度　　　　　　　　　　循

環型社会白書
全国エコタウン事業の承認地域
マップ②平成１７年版福岡県環
境白書　　　　　　　　　　　　③新
聞、雑誌記事等④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞ
ﾚｽhttp://www.totalcare-

system.co.jp/
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廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第２条第２
項、第４項
第１号、第
６条の２、
第１１条第
１項

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
施行令第
２条

病院・高齢者福祉施設から排出される
非感染性の廃棄物のうち、廃プラスチッ
ク類は産業廃棄物とされ、紙くず及びし
尿は一般廃棄物とされている。

ｃ  

廃棄物に関する一般廃棄物と産業廃棄物の区分
は、最終的な廃棄物の処理責任を有する者を市町
村とするか、排出事業者とするかによって区分するも
のであって、ご提案のように再生利用するかどうかに
よって、処理責任を負うべき者を決定することはでき

ない。
　また、産業廃棄物は、不適正処理された場合の原
状回復を含め、排出事業者が最終的な処理責任を
負う廃棄物であり、産業廃棄物と区分するかどうか
については、廃棄物の最終的な処理責任を排出事
業者（本件については病院等）が引き受けるかどうか
という点が決定的に重要であるため、リサイクル事
業・エネルギー回収事業の推進という立場からの御

主張でこれを変更することは困難である。

使用済みオムツを一律に産業廃棄物に区分すること
は、使用済みオムツのリサイクル処理方法が全国規
模で確立してないことを考慮すると、混乱が起きるこ
とが想定されるため、適当ではないと考えるが、要望
者のようなリサイクル事業者のリサイクル推進の取り
組みを後押ししていくことが必要である。一般廃棄物
と産業廃棄物の区分に起因しておこるリサイクル推
進を阻害する弊害は、当該使用済みオムツに限った
話ではない。そういった課題を解決していくため、リ
サイクル事業・エネルギー回収事業の推進という立
場から御省の具体的な取組を示されたい。

一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイクルを推進する
ため、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自
動車リサイクル法といった個別リサイクル法に加え、
廃棄物処理法においても、環境大臣の認定により廃
棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可を不要とす
る再生利用認定制度を設けており、廃ゴムタイヤを
セメント原料として使用する場合や廃プラスチック類
を高炉において鉄鉱石の還元剤に用いる場合など
について認めている。さらに、拡大生産者責任に基
づく広域的なリサイクルについて、環境大臣の認定
により廃棄物処理業の許可を不要とする広域認定制
度を設けており、自動二輪メーカーやパソコンメー
カーによる広域的なリサイクルの取組を推進してい

る。
  また、都道府県等が行う措置として、再生利用が確
実な廃棄物の処理については、都道府県知事が個
別指定することにより、廃棄物処理業の許可を不要
とする特例を設け、各都道府県等の特性に応じたリ

サイクルの促進を図っている。
 さらに、循環型社会形成推進交付金や廃棄物処理
施設における温暖化対策事業等により、廃棄物処理
施設におけるエネルギー回収の支援を行っている。
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9 A

病院・高齢者福祉施設等から排出
される非感染性使用済み紙おむ
つの廃棄物区分を産廃である廃
プラスチック類とすること

病院・高齢者福祉施設等から排出される非感染性の使用
済み紙おむつは、産廃である廃プラスチックと一廃の混合
物であることから、その取扱いが「事業系一廃、産廃、適正
処理であれば一廃・産廃どちらでも構わない｣と地域によっ

て異なっている。
2005年、産学官共同研究開発を基に使用済み紙おむつを
焼却せずに水溶化処理で、廃プラスチック、パルプ、汚泥を
分離回収し、再生利用する紙おむつリサイクル施設が完成
した。この施設では、非感染性の使用済み紙おむつを産廃
処理しており、産廃と認められている地域から集めている。
それ以外の地域からも紙おむつをリサイクルしたいとの要

望があるが、お断りせざるを得ない状況である。
紙おむつは今後も増加し、事業系一廃として焼却処理して
いる市町村での受け入れや貴重な資源の再生利用は難し
いと思われる。一方、紙おむつリサイクルを事業とするに
は、ある程度まとまった量を広域から集める必要がある。
従って、事業活動から排出される非感染性使用済み紙お
むつの廃棄物区分を、産廃である廃プラスチック類と位置
づけ、一律、産廃処理できるよう要望するものである。

地域の収集運搬事業者が回収した非感染性の使用済
み紙おむつを、リサイクル施設で破袋・分離・殺菌・洗
浄・脱水工程を経て廃プラスチック、パルプ、汚泥を分
離回収する。回収された廃プラスチックはRPFの燃料と
して熱回収し、パルプはさらに180℃の熱処理を加え安
全性を確実にして再生紙おむつ、モウルド、防火板など
の原料として再利用する。汚泥は土壌改良材として緑

農地に還元する。
紙おむつに特化した資源リサイクル事業として、年間
6000トン処理し、約300トンのプラスチックと約1000トン
のパルプを再資源化する。この紙おむつリサイクルは、
回収素材の全てを資源として再生利用でき、焼却処理
に較べ二酸化炭素の排出が削減され焼却残物も生じな
い、環境負荷を軽減する資源循環型の理想的な排泄ケ

アリサイクルシステムである。
2005年の紙おむつ生産枚数は100億枚を超え、さらに
増加する勢いであり、紙おむつリサイクル事業の必要
性が高まっている。本事業に賛同する事業者に対しリ
サイクルに関する技術やノウハウを提供し、その開業及

び事業支援を行い普及展開を進めている。

乳幼児用の「使い捨ておむつ」として使われてきた紙おむつ
は、急激な高齢化で病院・高齢者福祉施設等での使用が急
増した。2005年、紙おむつの生産枚数は100億枚を超え、生

産重量も約48万トンに達した。
大量に排出する病院・高齢者福祉施設等では、糞便・し尿の
ついた貸布おむつをクリーニングして再使用しており、使用
済み紙おむつもゴミとして焼却するだけではなく、リサイクル
によって再生利用すべきとの意向が強い。事業系一廃に区
分されている地域では、処理責任は市町村にあり、排出者が
再生利用を望んでも現状では難しい。一方、産廃に区分され
ている地域では、同一性状の廃棄物でも排出者の意思で再

生利用でき、効率的に再資源化できる。
また、リサイクルを事業として実施していくには、採算に合う
処理量が必要であるが、非感染性の使用済み紙おむつを産
廃に区分している地域は限られ、ある程度の量を集めるには
市町村単位ではなく、もっと広域的な処理を進める必要があ

る。
こうした課題に対応するため、事業系の使用済み紙おむつを
産廃に区分することで、一層のリサイクル推進が図れる。

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

第２条２項・４項
第２条の３
第３条２項

第４条２項・３項
　

環境省

参考資料　　　　　　　          ①
平成１７年度　　　　　　　　　　循

環型社会白書
全国エコタウン事業の承認地域
マップ②平成１７年版福岡県環
境白書　　　　　　　　　　　　③新
聞、雑誌記事等④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞ
ﾚｽhttp://www.totalcare-

system.co.jp/
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浄化槽法
第57条、
環境省関
係浄化槽
法施行規
則第55条
及び関連
通知（浄化
槽法の施
行につい
て（昭和60
年9月27日
衛環第137
号厚生省
生活衛生
局水道環
境部長通
知）、環境
省関係浄
化槽法施
行規則の
一部改正
について
（平成13年
2月15日環
廃対第33
号環境省
大臣官房
廃棄物・ﾘ
ｻｲｸﾙ対策
部廃棄物
対策課浄
化槽対策

　環境省関係浄化槽法施行規則におい
て、指定検査機関の指定に当たっての
基準として、申請者が民法第３４条の規
定により設立された法人でなければな

らないと規定されている。
　また、検査員については、浄化槽の
検査に関する専門的知識を有すること

等が要件とされている。

c  

法定検査は、浄化槽の設置工事、保守点検、清掃等
の維持管理等の問題点を明らかにするとともに、都
道府県による浄化槽法上の改善命令や罰則等の行
政処分とも深く関係するものであり、指定検査機関制
は、第三者性及び公共性を確保しつつ、実効を上げ
るために、都道府県に代わって指定検査機関が検査
を行う仕組みである。平成１７年においては、こうした
法定検査の公的な位置付けと仕組みを前提として、
指定検査機関に検査の結果を都道府県に報告する
ことを義務付けるとともに、都道府県の指導監督の
強化を図る浄化槽法の改正が行われたところであ

る。
このように、法定検査については、高度な中立性及
び公平性が求められること、また、検査業務をどのよ
うな地域でも継続・安定して行えることが求められる
ことから、登録制度や民間法人の業務にはなじまな

いものである。
　なお、指定検査機関の増加については、福岡県下
においても、複数の指定が行われているところであ
り、現行制度下でも指定検査機関の増加は可能であ

る。
　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

要望者の再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

まず、法定検査の運用についてですが、福岡県で
は、５年に１回しか指定検査機関は、現場に検査を
実施しに来ません。残り４年間は、検査をされる立場
の保守点検業者が浄化槽の処理水を採水していま
す。また、１０人槽以下の浄化槽の検査を行っていな
い県もあると承知しております。都道府県によって検
査体制が違うのは、高度な中立性、公平性及び信頼
性が求められる法定検査としては、疑問です。国単
位で検査を統一するべきではないでしょうか。

　また、人が飲用する水道の水質検査機関は、厚生
労働大臣の指定制度から厚生労働大臣の登録制度
に改められており（平成１６年３月３１日施行）、この
例を参考に公正・適正な方法による検査の実施義務
等を登録機関の義務として規定するようにすれば、
どのような地域でも継続・安定して検査は行え、受検

率の向上にもつながると思います。
　指定検査機関の増加については、現行制度下でも
指定検査機関の増加は可能であるとの回答をいた
だきましたが、福岡県は指定検査機関の増加には反
対しており、このままでは増加は望めません。

　浄化槽検査員の受験資格を指定試験機関で確認
をしたところ、県の推薦の印鑑が必要と言われて、受

験できませんでした。

c

浄化槽の法定検査については、使用者に対する清
浄な水の供給を図る水道の検査とは異なり、公共用
水域等の水質の保全等の観点からし尿等の適正な
処理を図るものであることから、両検査を単純には
比較できない。また、浄化槽は、水道とは異なり、僻
地等の設置の割合が高いことから、登録制度におい
ては安定した業務の実施が期待できない。したがっ
て、都道府県に代わって検査機関が検査を行う指定

検査機関制度が適切である。
　なお、浄化槽の検査については、ＢＯＤが浄化槽の
設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であ
ることにかんがみ、ＢＯＤ検査を導入する場合は、効
率化を図っても差し支えないとされているところであ

る。
　　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

有限
会社
嘉穂
衛生

1 B
浄化槽法に基づく適正な検査の実

施

浄化槽法第１１条の定期検査に当たり、

①現行の公益法人だけになっている指定検査機関制度を
登録検査機関制度に改正する。なお、改正に当たっては、

民間開放も考慮する。

②浄化槽検査員（以下「検査員」）の受験資格から、各都道
府県の推薦などの必ずしも能力に直結しない要件を除外
し、一般の者でも能力の裏付けのある者であれば、検査員

になれる制度に改める。

浄化槽の設置基数は全国で約8,640,000基に対し、浄化槽を
検査する立場の指定検査機関の検査員は平成18年1月現
在、全国で2,495人（設備産業新聞より）である。浄化槽法第
11条において、現在ある浄化槽は、環境省令で別途定める
ものを除き、１年に１回必ず検査を受けることとされている。
計算上、１人当り約3,460基を１年間、毎日10基以上を検査す
ることになり、実際に適正な検査が行われているか懸念され
るところであり、実際に、浄化槽法第11条に基づく定期検査
の受検率は、全国で10％台と低い（環境情報より）。

　よって、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境
の保全及び公衆衛生の向上に寄与するためには、浄化槽法
第11条検査の完全受検実現に向けた、受検率の向上が必
要不可欠であるところ、浄化槽検査機関の増加を図ることが

必要であるため。

浄化槽法
及び関連通達
（昭和60年9月
27日衛環第137
号各都道府県
知事・政令市市
長宛厚生省生
活衛生局水道
環境部長通知）

・環境省

5015 5015001 G49 z17002 環境省

浄化槽法
第57条、
環境省関
係浄化槽
法施行規
則第55条
及び関連
通知（浄化
槽法の施
行につい
て（昭和60
年9月27日
衛環第137
号厚生省
生活衛生
局水道環
境部長通
知）、環境
省関係浄
化槽法施
行規則の
一部改正
について
（平成13年
2月15日環
廃対第33
号環境省
大臣官房
廃棄物・ﾘ
ｻｲｸﾙ対策
部廃棄物
対策課浄
化槽対策

　環境省関係浄化槽法施行規則におい
て、指定検査機関の指定に当たっての
基準として、申請者が民法第３４条の規
定により設立された法人でなければな

らないと規定されている。
　また、検査員については、浄化槽の
検査に関する専門的知識を有すること

等が要件とされている。

c  

法定検査は、浄化槽の設置工事、保守点検、清掃等
の維持管理等の問題点を明らかにするとともに、都
道府県による浄化槽法上の改善命令や罰則等の行
政処分とも深く関係するものであり、指定検査機関制
は、第三者性及び公共性を確保しつつ、実効を上げ
るために、都道府県に代わって指定検査機関が検査
を行う仕組みである。平成１７年においては、こうした
法定検査の公的な位置付けと仕組みを前提として、
指定検査機関に検査の結果を都道府県に報告する
ことを義務付けるとともに、都道府県の指導監督の
強化を図る浄化槽法の改正が行われたところであ

る。
このように、法定検査については、高度な中立性及
び公平性が求められること、また、検査業務をどのよ
うな地域でも継続・安定して行えることが求められる
ことから、登録制度や民間法人の業務にはなじまな

いものである。
　なお、指定検査機関の増加については、福岡県下
においても、複数の指定が行われているところであ
り、現行制度下でも指定検査機関の増加は可能であ

る。
　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

要望者の再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

まず、法定検査の運用についてですが、福岡県で
は、５年に１回しか指定検査機関は、現場に検査を
実施しに来ません。残り４年間は、検査をされる立場
の保守点検業者が浄化槽の処理水を採水していま
す。また、１０人槽以下の浄化槽の検査を行っていな
い県もあると承知しております。都道府県によって検
査体制が違うのは、高度な中立性、公平性及び信頼
性が求められる法定検査としては、疑問です。国単
位で検査を統一するべきではないでしょうか。

　また、人が飲用する水道の水質検査機関は、厚生
労働大臣の指定制度から厚生労働大臣の登録制度
に改められており（平成１６年３月３１日施行）、この
例を参考に公正・適正な方法による検査の実施義務
等を登録機関の義務として規定するようにすれば、
どのような地域でも継続・安定して検査は行え、受検

率の向上にもつながると思います。
　指定検査機関の増加については、現行制度下でも
指定検査機関の増加は可能であるとの回答をいた
だきましたが、福岡県は指定検査機関の増加には反
対しており、このままでは増加は望めません。

　浄化槽検査員の受験資格を指定試験機関で確認
をしたところ、県の推薦の印鑑が必要と言われて、受

験できませんでした。

c

浄化槽の法定検査については、使用者に対する清
浄な水の供給を図る水道の検査とは異なり、公共用
水域等の水質の保全等の観点からし尿等の適正な
処理を図るものであることから、両検査を単純には
比較できない。また、浄化槽は、水道とは異なり、僻
地等の設置の割合が高いことから、登録制度におい
ては安定した業務の実施が期待できない。したがっ
て、都道府県に代わって検査機関が検査を行う指定

検査機関制度が適切である。
　なお、浄化槽の検査については、ＢＯＤが浄化槽の
設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であ
ることにかんがみ、ＢＯＤ検査を導入する場合は、効
率化を図っても差し支えないとされているところであ

る。
　　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

有限
会社
諫山
環境
開発

1 B 浄化槽法に基づく適正な検査の実施

浄化槽法第１１条の定期検査に当たり、

①現行の公益法人だけになっている指定検査機関制度を
登録検査機関制度に改正する。なお、改正に当たっては、

民間開放も考慮する。

②浄化槽検査員（以下「検査員」）の受験資格から、各都道
府県の推薦などの必ずしも能力に直結しない要件を除外
し、一般の者でも能力の裏付けのある者であれば、検査員

になれる制度に改める。

浄化槽の設置基数は全国で約8,640,000基に対し、浄化槽を
検査する立場の指定検査機関の検査員は平成18年1月現
在、全国で2,495人（設備産業新聞より）である。浄化槽法第
11条において、現在ある浄化槽は、環境省令で別途定める
ものを除き、１年に１回必ず検査を受けることとされている。
計算上、１人当り約3,460基を１年間、毎日10基以上を検査す
ることになり、実際に適正な検査が行われているか懸念され
るところであり、実際に、浄化槽法第11条に基づく定期検査
の受検率は、全国で10％台と低い（環境情報より）。

　よって、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境
の保全及び公衆衛生の向上に寄与するためには、浄化槽法
第11条検査の完全受検実現に向けた、受検率の向上が必
要不可欠であるところ、浄化槽検査機関の増加を図ることが

必要であるため。

浄化槽法
及び関連通達
（昭和60年9月
27日衛環第137
号各都道府県
知事・政令市市
長宛厚生省生
活衛生局水道
環境部長通知）

・環境省

（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）
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浄化槽法
第57条、
環境省関
係浄化槽
法施行規
則第55条
及び関連
通知（浄化
槽法の施
行につい
て（昭和60
年9月27日
衛環第137
号厚生省
生活衛生
局水道環
境部長通
知）、環境
省関係浄
化槽法施
行規則の
一部改正
について
（平成13年
2月15日環
廃対第33
号環境省
大臣官房
廃棄物・ﾘ
ｻｲｸﾙ対策
部廃棄物
対策課浄
化槽対策

　環境省関係浄化槽法施行規則におい
て、指定検査機関の指定に当たっての
基準として、申請者が民法第３４条の規
定により設立された法人でなければな

らないと規定されている。
　また、検査員については、浄化槽の
検査に関する専門的知識を有すること

等が要件とされている。

c  

法定検査は、浄化槽の設置工事、保守点検、清掃等
の維持管理等の問題点を明らかにするとともに、都
道府県による浄化槽法上の改善命令や罰則等の行
政処分とも深く関係するものであり、指定検査機関制
は、第三者性及び公共性を確保しつつ、実効を上げ
るために、都道府県に代わって指定検査機関が検査
を行う仕組みである。平成１７年においては、こうした
法定検査の公的な位置付けと仕組みを前提として、
指定検査機関に検査の結果を都道府県に報告する
ことを義務付けるとともに、都道府県の指導監督の
強化を図る浄化槽法の改正が行われたところであ

る。
このように、法定検査については、高度な中立性及
び公平性が求められること、また、検査業務をどのよ
うな地域でも継続・安定して行えることが求められる
ことから、登録制度や民間法人の業務にはなじまな

いものである。
　なお、指定検査機関の増加については、福岡県下
においても、複数の指定が行われているところであ
り、現行制度下でも指定検査機関の増加は可能であ

る。
　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

要望者の再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

まず、法定検査の運用についてですが、福岡県で
は、５年に１回しか指定検査機関は、現場に検査を
実施しに来ません。残り４年間は、検査をされる立場
の保守点検業者が浄化槽の処理水を採水していま
す。また、１０人槽以下の浄化槽の検査を行っていな
い県もあると承知しております。都道府県によって検
査体制が違うのは、高度な中立性、公平性及び信頼
性が求められる法定検査としては、疑問です。国単
位で検査を統一するべきではないでしょうか。

　また、人が飲用する水道の水質検査機関は、厚生
労働大臣の指定制度から厚生労働大臣の登録制度
に改められており（平成１６年３月３１日施行）、この
例を参考に公正・適正な方法による検査の実施義務
等を登録機関の義務として規定するようにすれば、
どのような地域でも継続・安定して検査は行え、受検

率の向上にもつながると思います。
　指定検査機関の増加については、現行制度下でも
指定検査機関の増加は可能であるとの回答をいた
だきましたが、福岡県は指定検査機関の増加には反
対しており、このままでは増加は望めません。

　浄化槽検査員の受験資格を指定試験機関で確認
をしたところ、県の推薦の印鑑が必要と言われて、受

験できませんでした。

c

浄化槽の法定検査については、使用者に対する清
浄な水の供給を図る水道の検査とは異なり、公共用
水域等の水質の保全等の観点からし尿等の適正な
処理を図るものであることから、両検査を単純には
比較できない。また、浄化槽は、水道とは異なり、僻
地等の設置の割合が高いことから、登録制度におい
ては安定した業務の実施が期待できない。したがっ
て、都道府県に代わって検査機関が検査を行う指定

検査機関制度が適切である。
　なお、浄化槽の検査については、ＢＯＤが浄化槽の
設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であ
ることにかんがみ、ＢＯＤ検査を導入する場合は、効
率化を図っても差し支えないとされているところであ

る。
　　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

福岡
県環
境シス
テム協
同組
合

1 B
浄化槽法に基づく適正な検査の実

施

浄化槽法第１１条の定期検査に当たり、

①現行の公益法人だけになっている指定検査機関制度を
登録検査機関制度に改正する。なお、改正に当たっては、

民間開放も考慮する。

②浄化槽検査員（以下「検査員」）の受験資格から、各都道
府県の推薦などの必ずしも能力に直結しない要件を除外
し、一般の者でも能力の裏付けのある者であれば、検査員

になれる制度に改める。

浄化槽の設置基数は全国で約8,640,000基に対し、浄化槽を
検査する立場の指定検査機関の検査員は平成18年1月現
在、全国で2,495人（設備産業新聞より）である。浄化槽法第
11条において、現在ある浄化槽は、環境省令で別途定める
ものを除き、１年に１回必ず検査を受けることとされている。
計算上、１人当り約3,460基を１年間、毎日10基以上を検査す
ることになり、実際に適正な検査が行われているか懸念され
るところであり、実際に、浄化槽法第11条に基づく定期検査
の受検率は、全国で10％台と低い（環境情報より）。

　よって、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境
の保全及び公衆衛生の向上に寄与するためには、浄化槽法
第11条検査の完全受検実現に向けた、受検率の向上が必
要不可欠であるところ、浄化槽検査機関の増加を図ることが

必要であるため。

浄化槽法
及び関連通達
（昭和60年9月
27日衛環第137
号各都道府県
知事・政令市市
長宛厚生省生
活衛生局水道
環境部長通知）

・環境省
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浄化槽法
第57条、
環境省関
係浄化槽
法施行規
則第55条
及び関連
通知（浄化
槽法の施
行につい
て（昭和60
年9月27日
衛環第137
号厚生省
生活衛生
局水道環
境部長通
知）、環境
省関係浄
化槽法施
行規則の
一部改正
について
（平成13年
2月15日環
廃対第33
号環境省
大臣官房
廃棄物・ﾘ
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部廃棄物
対策課浄
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　環境省関係浄化槽法施行規則におい
て、指定検査機関の指定に当たっての
基準として、申請者が民法第３４条の規
定により設立された法人でなければな

らないと規定されている。
　また、検査員については、浄化槽の
検査に関する専門的知識を有すること

等が要件とされている。

c  

法定検査は、浄化槽の設置工事、保守点検、清掃等
の維持管理等の問題点を明らかにするとともに、都
道府県による浄化槽法上の改善命令や罰則等の行
政処分とも深く関係するものであり、指定検査機関制
は、第三者性及び公共性を確保しつつ、実効を上げ
るために、都道府県に代わって指定検査機関が検査
を行う仕組みである。平成１７年においては、こうした
法定検査の公的な位置付けと仕組みを前提として、
指定検査機関に検査の結果を都道府県に報告する
ことを義務付けるとともに、都道府県の指導監督の
強化を図る浄化槽法の改正が行われたところであ

る。
このように、法定検査については、高度な中立性及
び公平性が求められること、また、検査業務をどのよ
うな地域でも継続・安定して行えることが求められる
ことから、登録制度や民間法人の業務にはなじまな

いものである。
　なお、指定検査機関の増加については、福岡県下
においても、複数の指定が行われているところであ
り、現行制度下でも指定検査機関の増加は可能であ

る。
　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

要望者の再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

まず、法定検査の運用についてですが、福岡県で
は、５年に１回しか指定検査機関は、現場に検査を
実施しに来ません。残り４年間は、検査をされる立場
の保守点検業者が浄化槽の処理水を採水していま
す。また、１０人槽以下の浄化槽の検査を行っていな
い県もあると承知しております。都道府県によって検
査体制が違うのは、高度な中立性、公平性及び信頼
性が求められる法定検査としては、疑問です。国単
位で検査を統一するべきではないでしょうか。

　また、人が飲用する水道の水質検査機関は、厚生
労働大臣の指定制度から厚生労働大臣の登録制度
に改められており（平成１６年３月３１日施行）、この
例を参考に公正・適正な方法による検査の実施義務
等を登録機関の義務として規定するようにすれば、
どのような地域でも継続・安定して検査は行え、受検

率の向上にもつながると思います。
　指定検査機関の増加については、現行制度下でも
指定検査機関の増加は可能であるとの回答をいた
だきましたが、福岡県は指定検査機関の増加には反
対しており、このままでは増加は望めません。

　浄化槽検査員の受験資格を指定試験機関で確認
をしたところ、県の推薦の印鑑が必要と言われて、受

験できませんでした。

c

浄化槽の法定検査については、使用者に対する清
浄な水の供給を図る水道の検査とは異なり、公共用
水域等の水質の保全等の観点からし尿等の適正な
処理を図るものであることから、両検査を単純には
比較できない。また、浄化槽は、水道とは異なり、僻
地等の設置の割合が高いことから、登録制度におい
ては安定した業務の実施が期待できない。したがっ
て、都道府県に代わって検査機関が検査を行う指定

検査機関制度が適切である。
　なお、浄化槽の検査については、ＢＯＤが浄化槽の
設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であ
ることにかんがみ、ＢＯＤ検査を導入する場合は、効
率化を図っても差し支えないとされているところであ

る。
　　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。
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1 B
浄化槽法に基づく適正な検査の実

施

浄化槽法第１１条の定期検査に当たり、

①現行の公益法人だけになっている指定検査機関制度を
登録検査機関制度に改正する。なお、改正に当たっては、

民間開放も考慮する。

②浄化槽検査員（以下「検査員」）の受験資格から、各都道
府県の推薦などの必ずしも能力に直結しない要件を除外
し、一般の者でも能力の裏付けのある者であれば、検査員

になれる制度に改める。

浄化槽の設置基数は全国で約8,640,000基に対し、浄化槽を
検査する立場の指定検査機関の検査員は平成18年1月現
在、全国で2,495人（設備産業新聞より）である。浄化槽法第
11条において、現在ある浄化槽は、環境省令で別途定める
ものを除き、１年に１回必ず検査を受けることとされている。
計算上、１人当り約3,460基を１年間、毎日10基以上を検査す
ることになり、実際に適正な検査が行われているか懸念され
るところであり、実際に、浄化槽法第11条に基づく定期検査
の受検率は、全国で10％台と低い（環境情報より）。

　よって、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境
の保全及び公衆衛生の向上に寄与するためには、浄化槽法
第11条検査の完全受検実現に向けた、受検率の向上が必
要不可欠であるところ、浄化槽検査機関の増加を図ることが

必要であるため。

浄化槽法
及び関連通達
（昭和60年9月
27日衛環第137
号各都道府県
知事・政令市市
長宛厚生省生
活衛生局水道
環境部長通知）

・環境省
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　環境省関係浄化槽法施行規則におい
て、指定検査機関の指定に当たっての
基準として、申請者が民法第３４条の規
定により設立された法人でなければな

らないと規定されている。
　また、検査員については、浄化槽の
検査に関する専門的知識を有すること

等が要件とされている。

c  

法定検査は、浄化槽の設置工事、保守点検、清掃等
の維持管理等の問題点を明らかにするとともに、都
道府県による浄化槽法上の改善命令や罰則等の行
政処分とも深く関係するものであり、指定検査機関制
は、第三者性及び公共性を確保しつつ、実効を上げ
るために、都道府県に代わって指定検査機関が検査
を行う仕組みである。平成１７年においては、こうした
法定検査の公的な位置付けと仕組みを前提として、
指定検査機関に検査の結果を都道府県に報告する
ことを義務付けるとともに、都道府県の指導監督の
強化を図る浄化槽法の改正が行われたところであ

る。
このように、法定検査については、高度な中立性及
び公平性が求められること、また、検査業務をどのよ
うな地域でも継続・安定して行えることが求められる
ことから、登録制度や民間法人の業務にはなじまな

いものである。
　なお、指定検査機関の増加については、福岡県下
においても、複数の指定が行われているところであ
り、現行制度下でも指定検査機関の増加は可能であ

る。
　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。

要望者の再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

まず、法定検査の運用についてですが、福岡県で
は、５年に１回しか指定検査機関は、現場に検査を
実施しに来ません。残り４年間は、検査をされる立場
の保守点検業者が浄化槽の処理水を採水していま
す。また、１０人槽以下の浄化槽の検査を行っていな
い県もあると承知しております。都道府県によって検
査体制が違うのは、高度な中立性、公平性及び信頼
性が求められる法定検査としては、疑問です。国単
位で検査を統一するべきではないでしょうか。

　また、人が飲用する水道の水質検査機関は、厚生
労働大臣の指定制度から厚生労働大臣の登録制度
に改められており（平成１６年３月３１日施行）、この
例を参考に公正・適正な方法による検査の実施義務
等を登録機関の義務として規定するようにすれば、
どのような地域でも継続・安定して検査は行え、受検

率の向上にもつながると思います。
　指定検査機関の増加については、現行制度下でも
指定検査機関の増加は可能であるとの回答をいた
だきましたが、福岡県は指定検査機関の増加には反
対しており、このままでは増加は望めません。

　浄化槽検査員の受験資格を指定試験機関で確認
をしたところ、県の推薦の印鑑が必要と言われて、受

験できませんでした。

c

浄化槽の法定検査については、使用者に対する清
浄な水の供給を図る水道の検査とは異なり、公共用
水域等の水質の保全等の観点からし尿等の適正な
処理を図るものであることから、両検査を単純には
比較できない。また、浄化槽は、水道とは異なり、僻
地等の設置の割合が高いことから、登録制度におい
ては安定した業務の実施が期待できない。したがっ
て、都道府県に代わって検査機関が検査を行う指定

検査機関制度が適切である。
　なお、浄化槽の検査については、ＢＯＤが浄化槽の
設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であ
ることにかんがみ、ＢＯＤ検査を導入する場合は、効
率化を図っても差し支えないとされているところであ

る。
　　指定検査機関の検査員については、浄化槽の検
査に関する専門的知識を有すること等が要件とされ
ており、各都道府県の推薦は必要とされていない。
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1 B
浄化槽法に基づく適正な検査の実

施

浄化槽法第１１条の定期検査に当たり、

①現行の公益法人だけになっている指定検査機関制度を
登録検査機関制度に改正する。なお、改正に当たっては、

民間開放も考慮する。

②浄化槽検査員（以下「検査員」）の受験資格から、各都道
府県の推薦などの必ずしも能力に直結しない要件を除外
し、一般の者でも能力の裏付けのある者であれば、検査員

になれる制度に改める。

浄化槽の設置基数は全国で約8,640,000基に対し、浄化槽を
検査する立場の指定検査機関の検査員は平成18年1月現
在、全国で2,495人（設備産業新聞より）である。浄化槽法第
11条において、現在ある浄化槽は、環境省令で別途定める
ものを除き、１年に１回必ず検査を受けることとされている。
計算上、１人当り約3,460基を１年間、毎日10基以上を検査す
ることになり、実際に適正な検査が行われているか懸念され
るところであり、実際に、浄化槽法第11条に基づく定期検査
の受検率は、全国で10％台と低い（環境情報より）。

　よって、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽
によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境
の保全及び公衆衛生の向上に寄与するためには、浄化槽法
第11条検査の完全受検実現に向けた、受検率の向上が必
要不可欠であるところ、浄化槽検査機関の増加を図ることが

必要であるため。

浄化槽法
及び関連通達
（昭和60年9月
27日衛環第137
号各都道府県
知事・政令市市
長宛厚生省生
活衛生局水道
環境部長通知）

・環境省
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ー

第三次環境基本計画では、自己宣言方
式、審査登録（認証取得）方式に限ら
ず、ISO14001の普及促進を図ることとし

ている。

e ー
e（理由）

当該要望事項は、規制改革・民間開放要望に該当し
ないと考えるため。

要望者からの次の意見に対し回答願いたい。
『１．　ＩＳＯ１４００１のＰＲ方法

下記のＷｅｂページにある2(3)審査登録制度の項を
削り、ＩＳＯ１４００１の１．適用範囲の項にある次の文
言をアレンジして置き換えていただきたい。
http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-1.html
　この規格は、次の事項を行おうとするどのような組

織にも適用できる。
a)　環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持

し、改善する。
b)　表明した環境方針との適合を自ら確信する。
c)　この規格との適合を次のことによって示す。

1)　自己決定し、自已宣言する。
2)　適合について、組織に対して利害関係をもつ人
又はグルーブ、例えば顧客などによる確認を求め

る。
3)　自己宣言について組織外部の人又はグループに

よる確認を求める。
4)　外部機関による環境マネジメントシステムの認証

/登録を求める。
２．Ｅａ２１のＰＲ方法

財団法人地球環境戦略研究機関持続性センターが
行うｅａ２１の説明会で「認証取得による特典」として
「自治体の発注工事の入札参加資格者の審査にあ
たって、取得事業者に評点が加算され、順位付け及
び格付けが行われます。」などの表現で認証取得を

ＰＲしないようにご指導ください。
　参考：http://www.ea21.jp/eco21/eco01.html

また、この説明会を自治体やカウンセラー協会が主
催する場合も上記のようなＰＲをしないようにご指導く

ださい。』

e ー
e（理由）

当該要望事項は、規制改革・民間開放要望に該当し
ないと考えるため。
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4 A
JISQ14001の適合性評価手続き
における公平性の確保

JISQ14001の取組みを表明する方式には自己宣言方式と
審査登録（認証取得）方式があります。

何れの方式であろうとJISQ14001環境保全活動に取組んで
いるという事実を重視することを環境基本計画などに明記

することを要望します．
国等の公共機関は、JISQ14001の認証取得したという宣伝
をしないこと，競争入札参加資格基準など国等の文書にお
いて審査登録方式だけを推奨・優遇しないこと，認証取得
する事業者だけに助成策を講じないことなどを要望しま

す．

当団体はJISQ14001規格による環境保全活動の取組
みを自己宣言方式で普及･啓発する活動を行っていま

す．
全国におよそ4万の事業所を有する介護福祉業界に
JISQ14001の自己宣言方式による環境保全活動の進
め方を組み込んだ「介護･福祉サービスの質の自己評
価・情報開示支援ソフト｣を提供し、環境保全活動の取

組みの普及･啓発を行う予定です．

国等お上が認証取得方式を優遇しているので自己宣言方式
は見向きもされない状態です。これは自己宣言方式の排除
であり、間接的な規制となっています．この片手落ちの推奨

のあり方の改善をお願いするものです．

国の環境基本
計画など

環境省をはじ
め全省庁

○添付資料
www.selfdecl.jp/TopTool/ToolTo

p.htm

JIQ14001環境保全
活動の取組み支援
ソフトーモデル
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省、環境
省

温泉法第
２条、第１
３条

温泉法第２条に規定された温泉を公共
の浴用又は飲用に供しようとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければな

らない（同法第１３条第１項）。

ｃ

温泉法において、「温泉」とは、地中からゆう出する
温水、鉱水及び水蒸気その他のガス（炭化水素を主
成分とする天然ガスを除く。）で摂氏２５度以上の温
度又は法に定める物質を有するものをいうと定義さ
れている。この「温泉」は、自然物として自然状態に
存在する形態を想定しているものであり、ゆう出口に
おける状態を分析することにより判断されることか
ら、ゆう出口における状態から水分を蒸発させるなど
の製品化のための加工が行われた濃縮温泉を温泉

法上の「温泉」と判断することはできない。

 なお、この「温泉」そのものに対して、循環ろ過を実
施している場合には、温泉法第１４条の規定に基づ
き、その旨及びその理由を掲示することとなってい
る。また、この「温泉」そのものをタンクローリーなどで
輸送する供給方法の場合には、特性として成分が変
化しやすいことを掲示又は伝達することが適当であ
るとしている。さらに、利用の許可に当たっては、許
可権者である都道府県知事等が、ゆう出口と利用施
設との間でその成分に差異がないと認める場合に
は、ゆう出口における成分結果に基づき掲示を行っ
て差し支えないとしている。このように、「温泉」を循
環ろ過する場合やタンクローリーで供給する場合の
温泉の性状変更に関しては、掲示を求めるなどの措

置を図っているところである。
　また、「温泉」の過剰採取については、温泉法第１０
条において「都道府県知事は、温泉源を保護するた
め必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採
取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずること
ができる」と規定されており、原料である「温泉」を採
取する者に対して、温泉の採取量を規制することで、
温泉資源の保護を図っているところである。

要望者の再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

　「『温泉』を循環ろ過する場合やタンクローリーで供
給する場合の温泉の性状変更に関しては、掲示を求
めるなどの措置を図っているところである」との回答
だが、これまでの回答ではそもそも「温泉」の性状変
化は認めないとの立場であったはずである。

　「加工」等による性状変化を「自然状態に存在する
形態として許さず」、循環ろ過する場合やタンクロー
リーで供給する場合における性状変化を「自然状態
に存在する形態として許す」というのは、根拠が非常

に不明確である。
　もし、このような性状変化が許されるのであれば、
我「濃縮温泉水」を含め、加工等を経て利用施設で
使用されるものも、その旨を掲示することで温泉利用
施設での使用を認められるのが当然と考える。
　したがって、我「濃縮温泉水」を含め、適切な加工
等を経て利用施設で使用されるものを温泉法第２条
の「温泉」として認めていただくことと、先に要望した
温泉利用許可申請書の提出に当たり、タンクロー
リー又はポリ容器による温泉の取扱いに準じた取扱
いをしていただくことに合わせ、「ゆう出口と利用施設
の間でその成分に差異がないと認める場合」又は
「温泉として許容される成分変化のレベル」につい
て、統一的かつ具体的な基準を明示することをお願
いする。そのことによって、国として適切な「温泉」利
用を普及促進していくことにもつながっていくものと考

える。

c

温泉法における「温泉」の定義とは、地中からゆう出
する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス（炭化水素
を主成分とする天然ガスを除く。）で摂氏25度以上の
温度又は法に定める物質を有するものをいう。温泉
法では、自然資源の一つである温泉を保護しその利
用の適正を図るとの趣旨を踏まえ、この「温泉」は、
自然物として自然状態に存在する形態を想定してお
り、貴要望にある「濃縮温泉水」のように温泉の水分
を人為的に蒸発させるなどの加工が行われたものに
ついては本法に定める温泉資源には含まれない旨、
既に回答済みであるところ。
　なお、貴要望中タンクローリーによる輸送行為につ
いても、人為的な性状変更が認められるとの指摘で
あるが、タンクローリーによる輸送行為は、タンク内
部の状態等により温泉成分の変化が認められる場
合もあると考えられるが、温泉資源そのものを加工し
ているわけではなく、温泉資源が自然状態に存在す
る形態の範囲内でその成分が変化しているに過ぎな
い。
　温泉法13条第１項の趣旨は、源泉からゆう出した
自然物である「温泉」については、 人体に有害なも
のを含有しているものもあることから、公共の浴用等
に供する場合には許可にかからしめ、もって国民の
生命・身体の安全を図ることにある。加工を加えた入
浴剤類似の製品であると考えられる濃縮温泉その他
の温泉を材料としている製品に関しては、製品の表
示や公衆浴場での利用について、他法律等によって
規定され、安全性については担保されていると考え
ており、あえて温泉法における規制の対象とする必
要はない。

仮に濃縮温泉その他の温泉を材料としている製品を
温泉法上の利用の許可の対象とした場合、従来から

株式
会社
ヒロ

1 A
「濃縮温泉水」を温泉法に基づく温
泉として温泉利用許可対象として

もらいたい。

・環境省においては「濃縮温泉水」は、ゆう出口における状
態を分析することにより「温泉」かどうか判断されることか
ら、人工的に製造しているため成分の変更があるので、温
泉法に基づく温泉とは認めないとしている一方で、ろ過循
環及びタンクロ－リ－の温泉供給といった、源泉以外のも
のに接触していることから明らかにゆう出口における状態
から温泉成分が変わると考えられる供給方法について、
「温泉の性状の変更はない」として、温泉法に基づく「温泉」
と認めている状況にある。このように矛盾のある運用を改
め、濃縮時に一時的に温泉成分を性状を強制変更させる
が、使用する浴槽等においてはろ過循環及びタンクロ－リ
－で供給された「温泉」とほとんど性状の変更がない、「濃
縮温泉」を温泉として温泉利用許可対象としていただき、公
衆浴場においても利用可能としていただきたい。なお、以
前、「自由」に製造販売されている入浴剤等の中に温泉法
上の「温泉」のみを原料としているものについて、「何ら混乱
を招いていない」現状では敢えて規制をかける必要性はな
いとの見解をいただいたが、温泉法の趣旨において、「温
泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に
寄与することをもつて目的とする。」とあり、「温泉」のみを
原料とする入浴剤の過剰な販売により、自然資源としての
温泉保護ができなくなる可能性も否定できず、「温泉」のみ
を原料とする入浴剤を温泉利用許可制度に含めるといった

措置は事前に必要であると考えている。

現在、温泉利用許可申請書の提出に当たり、
①タンクローリー又はポリ容器により供給された温泉を
利用する場合は、温泉水の輸送方法の詳細のわかる

書類を添付すること。
②温泉スタンド、タンクローリー又はポリ容器により温泉
を公共の浴用に供しようとする場合は、利用施設の概

要のわかる書類を添付すること。
とされており、濃縮温泉を使用する場合においてもこれ

に準じた取扱を行うこととする。

・「濃縮温泉水」は源泉温泉を人為的に加工し、水分のみを
蒸発させ、一次的に成分を指定された所定の濃度に濃縮す

る単純なものである
・「濃縮温泉水」は使用する浴槽等において所定の倍率によ

り、水道水等で希釈すれば元の源泉温泉になる。
・「濃縮温泉水」は安全及び衛生面において、水の腐食等が
ないために最も有効であり、レジオネラ属菌等の繁殖もしにく
いために殺菌対策及び殺藻、防カビ対策にも役立つ。優れも

のである。
・国内の誤った認識の下の温泉が全国の温泉の80％以上も
存在していることを、平成15年7月31日付けで、公正取引委
員会の報道発表があったが、未だに改善されていない。よっ
て、天与の恵みでもある温泉事業は、何処までも偽りがない
本物温泉としてあるべきで、この点、我「濃縮温泉水」は、正
に本物温泉として正しく、誇りをもっているので、偽りのない
温泉として温泉法に基づく温泉利用許可対象としてもらいた

い。
・アトピ－性皮膚炎専門医及びアトピ－性皮膚炎患者から
「濃縮温泉水」の公衆浴場使用早期実施を求める要望が多

数寄せられている。

・温泉法
・公衆浴場法

・環境省・厚生
労働省

5049 5049005 z17005 環境省

①自動車
ＮＯｘ・ＰＭ
法　第12
条、第14
条

②大気汚
染防止法
第19条

自動車NOｘ・PMに基づき、対策地域の
トラック・バス等、ディーゼル乗用車のう
ち排出基準を満たさないものについて
は、一定の期間が経過した後、自動車
検査証を交付しない規制措置（車種規

制）を講じている。

c -

①現在、中央環境審議会大気環境部会のもとに設
置された自動車排出ガス総合対策小委員会におい
て、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の目標達成に向け、現行の
施策の進捗状況等を踏まえて、今後の自動車排出
ガス総合対策のあり方について審議いただいてい
る。小委員会においては、「流入車も含めた適合車
への転換をどのように進めるのか」「対策地域の範
囲をどうするのか」についても検討課題とされてい

る。
②平成１５年度から使用過程車の排ガス性状の劣化
等について調査を実施しているところであり、この調
査結果を踏まえ、関係府省と連携し、使用過程車の
排出ガス性能を良好に維持・確保する方策について
検討していくこととしている。また、前述の小委員会
においては、「使用過程車に係る排出ガス水準の設
定等の使用過程車に係る総合的な対策についてど
のように考えるか」についても検討課題とされてい

る。
　上記①、②については、平成１７年１２月に中間報
告が取りまとめられ、引き続き検討が行われていると

ころ。
　小委員会での審議の状況を見守りつつ、これらの

事項について今後検討したい。

-
東京
都

5 A
抜本的なディーゼル車等の使用

過程車対策の実施

①自動車Nox・PM法では、車検制度によって、基準を満た
さない車両は対策地域に登録できなくなるが、当該地域の
環境改善のため、地域外からの流入車を規制の対象にす
るなど、抜本的な使用過程車対策を実施すること。

②使用過程車の排出ガス性能を維持・確保するため、車検
時の検査対象項目にNox・PMを加えること。

都における大気汚染の根本的な原因は国の自動車排出ガ
ス規制の遅れにある。

また、Nox・PM法の対策地域への流入車対策の認識不足、
対策地域外の環境改善の遅れも国の問題である。

ディーゼル車等の自動車交通等に起因する東京の大気汚染
を早期に改善するとともに、健康被害者を救済するため、抜

本的な使用過程車対策を実施する必要がある。

自動車Nox・PM
法

大気汚染防止
法

環境省
国土交通省

5049 5049006 z17006 環境省
環境基本
法第１６条

環境基準は、環境基本法に基づき設定
される「人の健康を保護し、及び生活環
境を保全する上で維持されることが望
ましい基準」であり、政府は、公害の防
止に関する施策を総合的かつ有効適切
に講ずることにより、環境基準が確保さ
れるよう努めなければならないとされて
いる。大気汚染に係る環境基準として
は現在、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮
遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オ
キシダントの5物質のほか、ベンゼン、ト
リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
ジクロロメタンの４つの有害大気汚染物
質等について設定されている。

b Ⅲ

　粒径2.5μm以下の微小粒子状物質（いわゆるＰＭ
2.5）の健康影響については、平成11年度から「微小
粒子状物質等の曝露影響調査研究」を実施し、健康
影響に係る知見の収集・充実を図るとともに、平成13
年度から（平成18年度までの予定）全国的な長期疫
学調査を実施している。環境基準の設定について
は、当該結果及び諸外国の知見や規制に関する動
向等をも踏まえつつ、その必要性も含めて検討する

こととしている。
　なお、粒子状物質対策については、粒径10μm以
下の粒子状物質に係る環境基準を設定し、大気汚
染防止法や自動車NＯx・ＰＭ法に基づく規制等、基
準達成に向けた施策を講じているところであり、これ
らの取組は、ＰＭ2.5等の低減にも寄与するものと考

えている。

-
東京
都

6 A
ディーゼル排出微粒子の環境基

準の設定

ディーゼル排出微粒子などによる大気汚染の健康影響に
関する調査を確実に推進し、その結果も踏まえ、新たに超
微粒子（PM2.5以下）の環境基準を設定すること。

・微小粒子については、その濃度と呼吸器や循環器系疾患
などとの強い関連性を示す報告がある。

・ディーゼル排出微粒子のほとんどが微小粒子といわれてい
る。

・微小粒子の環境基準を設定するなど、都民の健康を守るた
めの実効性ある対策をとる必要がある。

大気汚染防止
法

環境省

5049 5049007 z17007
国土交通
省、環境
省

海洋汚染
等及び海
上災害の
防止に関
する法律

船舶から排出される排出ガスによる大
気汚染の防止を図るため、平成17年５
月発効のマルポール条約附属書Ⅵの
国内法である「海洋汚染及び海上災害
の防止に関する法律」（以下「海洋汚染
防止法」という。）を一部改正し、新たに
船舶の排出ガス規制や燃料中の硫黄
分規制について定めたところであり、条
約発効とともに施行したところ。

c -

　国内の取組としては、港湾を管理している地方自
治体の取組とあいまって、船舶からの大気汚染を防
止するための、国際的な取組である「マルポール条
約附属書Ⅵ」の国内法として「海洋汚染防止法」の改
正が行われており、この法律の適切な施行を図って
いくことが汚染軽減に当たってまずもって必要と考え

ているところ。
　国際的な取組としては、マルポール条約による規
制強化等の見直しに向けて、IMO（国際海事機関）に
よる国際的な枠組み作りに積極的に取り組んでいる

ところ。

要望者から次のとおり意見が提出されている。改め
て見解を示されたい。

 東京港沿岸地域の大気環境の改善を図るために
は、停泊中船舶からの排ガス対策が必要である。
都は、事業者の自主的な取組による船舶排ガス低
減対策を促すなど、自治体として可能な対策を順次

実施する予定である。
しかしながら、改正海洋汚染防止法による規制は不
十分であり、船舶排ガス対策は、一自治体やそれら
の連携による対策では限界があるため、国におい
て、より抜本的な対策を講ずることを引き続き求め
る。また、国は、規制強化に向けたIMOの取組に積
極的に参加し適切に対処していくとしているが、この
取組に関する情報交換を都や関係自治体と密に行う

ことを要望する。

c -

　国内及び国際的な取組として、「海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律」の適切な施行と「マルポール条約」の規制強化
等への見直しに取り組むことは前回回答のとおりである。

　IMOへの取組に関しては、御要望等を踏まえて取り組む所存で
あり、検討した内容をお知らせするとともに、必要に応じて情報交

換を行っていきたいと考えているところ。

東京
都

7 A 船舶からの排出ガス対策

マルポール条約の批准に伴い改正海洋汚染防止法が昨
年5月19日に施行されたが、①既存船は窒素酸化物規制
の対象とならないこと、②粒子状物質は規制対象としてい
ないこと、③燃料の硫黄分は4.5％以下としていること（国内
の実勢は硫黄分3.0％以下）などから、船舶からの排出ガス

について、より抜本的な対策を講じること。

船舶からの排出ガス対策は、一港湾の問題ではなく、全国レ
ベルでの対応が必要不可欠である。また、対象事業者は、外
国の船舶運航事業者も含め広汎にわたることから、国内法
による規制だけでは不十分である。環境対策に、より実効性
を持たせるためには、国際的な取組が必要であり、マルポー
ル条約の改正を含め、国際機関への働きかけを行うべきで

ある。

海洋汚染及び
海上災害の防
止に関する法律

国土交通省・
環境省
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5057 5057100 z17008 環境省

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
施行規則
第９条の２

産業廃棄物処理業の許可の申請につ
いては、廃棄物処理法施行規則第９条
の２において申請の手続を定めてい

る。

 d
（③
に
つ
いて
は
c）

　

① について
「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」(平
成18年3月31日閣議決定)を受けて、先行許可証の
活用について、その積極的活用を都道府県等あてに
通知し、担当者会議等でも適宜周知しているところで
あり、今後とも周知徹底をはかってまいりたい。

②について
許可申請手続の電子化については、各種行政手続
一般の電子化として、都道府県等又は民間事業者に
おける普及状況に照らして検討すべき課題であり、
現状において申請手続をインターネットで行うまでの
条件整備はされていないと考えるが、廃棄物処理法
上の許可情報等の地方公共団体間の共有や許可手
続の電子化等については、平成１８年度中に、事業
者や地方公共団体の意見を踏まえつつ、取組を開始

する予定である。
③について

産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の設置
の許可については、生活環境保全上の観点から、各
都道府県知事（政令市にあっては、市長）の管理監
督の下、廃棄物の適正な処理を確保する必要があ

る。

①周知徹底するスケジュールと手法を明示された
い。

②検討のスケジュール（結論、措置時期）を明示され
たい。

③都道府県に広域化することによるメリットは事務処
理の効率化があげられるが、広域化することによる
デメリットを明確にされたい。（生活環境保全上の観
点から・・・必要であるというのは理解できない。）
以下要望者再意見も踏まえて再検討されたい。

「①回答は先行許可証の活用について記述されてい
るが、要望は、役員の異動に係る変更手続時の添付
書面の削減についてのものである。是非とも検討す

べきである。
②システムを構築するにあたっては、行政内部での
手続の簡便化のためだけでなく、民間事業者の行う
申請手続の簡素化に資するものにすべきである。
③都道府県およびいわゆる政令指定都市のみを許
可単位とし、中核市に許可権限を与えるべきでな

い。」

 d
（③
につ
いて
はc）

①周知については、平成１８年３月３１日に各都道府
県・政令市廃棄物担当者に対し、先行許可証の徹底
について通知しているところであり、また、平成１８年
６月２８日には各都道府県・政令市担当課長会議に
おいても周知を行ったところである。今後も、年に２
回の会議等において周知を図っていくことを考えてい

る。
 ②規制改革・民間開放推進３カ年計画（平成１８年３
月３１日閣議決定）において、平成１８年度中に「事業
者や地方公共団体の意見も踏まえつつ、電子化に
向けた取組みを開始する」こととなっているところ。
 ③産業廃棄物処理施設については、地域住民の生
活環境の保全を確保すべく、産業廃棄物処理業及び
産業廃棄物処理施設の運営についてきめ細かな指
導・監督を行う必要がある。広域化を行うことにより、
そういった指導・監督のきめ細かさを担保することが
不可能となる。なお、指導の徹底と事務の効率化に
ついて検討し、平成１７年の法改正において廃棄物
処理行政に携わる地方自治体の範囲について見直

したところである。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

100 A
廃棄物処理法に係る許可手続の

簡素化・電子化

①産業廃棄物処理施設ならびに収集運搬業の許可につい
て、役員の異動に係る変更手続に要する添付書類（住民
票・登記事項証明書等）を削減する方向で見直すべきであ

る。
②廃棄物処理法上の行政手続について情報化を推進し、
民間事業者が行う許可申請手続を一括してインターネット
で行えるようにすべきである。「規制改革・民間開放推進3
か年計画（再改定）」(2006年3月31日)において、廃棄物処
理法上の許可情報等について「事業者や地方公共団体の
意見も踏まえつつ、電子化にむけた取組みを開始する」と
記載されたことは評価でき、民間事業者の行政手続の簡
素化に資する情報システムの構築を早期に実現すべきで

ある。
　その際、許可情報について地方公共団体間で共有し、民
間事業者が複数の地方公共団体で許可を取得する場合に
は、ある一つの地方公共団体で手続を行えば、その他の
地方公共団体への行政手続は大幅に簡素化できるように
すべきである。また、廃棄物処理法に基づく各種届出業務
（多量排出事業者による産業廃棄物処理計画・報告書、自
治体条例に基づく情報提供等）を簡素化・統一化するなど、
民間事業者の申請手続の情報化・合理化を推進すべきで

ある。（＊）

（＊）③産業廃棄物処理業に係る許可権限をより一層
広域化すべきであり、都道府県単位やさらにブロック化

した地方単位に集約すべきである。

①大規模製造事業者等においては、役員は数十人にも及
び、また、役員が外国に居住している場合もある。このような
場合において、役員の異動がある度に、代表者や当該施設
を所管している役員以外の役員についても、添付書類を求め
るのは非常に負担感が大きい。個人情報保護法の施行等個
人情報の扱いが厳格になっている折、添付書類の提出を必
要最小限とすべきである。とりわけ廃棄物収集運搬業者は
多くの地方公共団体の許可を有しており、その事務手続きは

膨大である。
②将来的には、廃棄物処理法の許可手続に係る全国的な情
報システムを構築し、民間事業者がインターネットの活用に
より、複数の地方公共団体に対して申請手続を一括して行う
ことができれば（ワンストップサービスの実現）、事務負担の
大きな軽減につながる。行政手続に係る事務負担の軽減、
電子政府化の推進等の観点から、民間事業者にとっても使
い勝手のよい廃棄物処理法に係る情報システムを構築すべ

きである。
③2005年5月18日に公布された改正法では、保健所設置市
による事務処理の仕組みが見直されたが、依然として中核
都市が政令で指定されており、廃棄物処理法に係る許可権

限のさらなる広域化が望まれる。（＊＊）

（＊＊）せめて、
都道府県および
いわゆる政令指
定都市への集
約化、さらに
は、許可手続の
電子化と併せ
て、都道府県を
ブロック化した
地方単位への
集約化も検討す
べきである。

廃棄物処理法
第14条1項、15
条1項

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部

　産業廃棄物処理業ならびに産
業廃棄物処理施設の許可申請
にあたっては、当該業を行おうと
する区域ならびに当該施設を有
する区域を所管する都道府県知
事、保健所を設置する市の市
長、特別区の区長の許可を個々
に取得する必要がある。

　また、許可申請・変更手続に際
して、全役員に係る住民票や登
記事項証明書等が求められるな
ど、膨大な事務処理が必要とさ

れている。

5057 5057101 z17009 環境省

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第２条第２
項及び第
４項第１号
廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
施行令第
２条第２号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行令第２条第２号に「木くず（建設業
に係るもの（工作物の新築、改築又は
除去に伴つて生じたものに限る。）、木
材又は木製品の製造業（家具の製造業
を含む。）、パルプ製造業及び輸入木材
の卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビ
フェニルが染み込んだものに限る。） 」

と規定されている。

ｂ Ⅱ

本件御提案については、平成１７年度１１月受付関
係要望においても同一の内容の御提案があり、事業
系一般廃棄物である木くずの廃棄物の区分の検討
について全国規模で検討を行うこととして結論を得て

いるところである。
　具体的には、「規制改革・民間開放の推進に関する
第２次答申」を踏まえ、平成１８年度に、中央環境審
議会に置かれた専門委員会において、廃木製パレッ
トについては事業系一般廃棄物を産業廃棄物とする
方向で検討を行い、その他の事業系一般廃棄物で
ある木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区分につい
てもその排出実態や排出事業者等の意見を踏まえ

て検討する予定である。

下記要望者再意見を踏まえて再検討されたい。
「木くずの処理に対する市町村ごとの対応が異なっ
ていることが問題である。実情に応じて柔軟な処理

が可能となるようにすべきである。」

b Ⅱ
前回回答した専門委員会においては、要望者再意
見なども参考にしつつ、検討が行われるものと承知

している。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

101 A
「木くず」の処理における廃棄物処

理法上の扱いの弾力化

　右記の「木くず」を処理するにあたっては、廃棄物処理法
の規定に則して、一般廃棄物として処理することを原則とし
つつ、地方公共団体の特段の事情でこれらの一般廃棄物
を処理することが困難である場合、または、確実にリサイク
ルできるときは、産業廃棄物として処理の委託ができるよう

に、実務上の扱いを弾力化すべきである。

  右記の｢木くず｣は、廃棄物処理法上｢事業系一般廃棄物｣
に分類され、市町村が責任を持って処理することが規定され
ているにもかかわらず、地方公共団体によっては引き取らな
い、あるいは処理する一般廃棄物処理業者がいないケース
が多々ある。とりわけ、2003年の廃棄物処理法の改正によ
り、「一般廃棄物は一般廃棄物処理業者に委託しなければな
らない」との規制が明確化され、これに違反すると罰則が適
用されることから、事業者は、遵法性の観点からも実務上対

応に苦慮している。
そこで、実情に即して、上記要望の通り、取扱を弾力化すべ

きである。

　また、これらの「木くず」を産業廃棄物としてリサイクルする
場合には、再生利用認定制度などの特例措置を簡素かつ迅
速な手続で適用できるような仕組みを構築すべきである。

廃棄物処理法
第2条

｢廃棄物の処理
および清掃に関
する法律の疑
義について｣（昭
和54年11月26
日　厚生省環境
衛生局水道環
境部環境整備
課長・産業廃棄
物対策室長連
名通知）

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律の一
部を改正する法
律の施行につ
いて（平成15年
11月28日　環廃
対発第

031128002号
環廃対発第
031128006号）

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部
廃棄物対策課

  工業製品等の製造業者や運送
事業者が使用後に不要となった
パレット・コンテナ等に代表され
る、いわゆる｢木くず｣について
は、廃棄物処理法上｢事業系一
般廃棄物｣に分類され、地方公
共団体が処理しなければならな
いと規定されている(廃棄物処理
法で指定されている業種を除

く)。
しかしながら、引き取りに条件や
量的な制限を設けたり、焼却炉
の能力不足などを理由に引き取
らない地方公共団体もあり、産
業廃棄物として処理せざるを得

ないケースも多い。
　また、一般廃棄物処理業者に
よる処理の場合、市町村合併が
行われても、旧市町村の範囲内
の廃棄物のみしか扱わない場合
もある等、市町村をまたがった
広域的な処理が困難であり、リ
サイクルしにくいのが現状であ

る。

5057 5057102 z17010 環境省

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第14条第
５項、第14
条の３の
２、第15条
の３、行政
処分の指
針につい
て（平成17
年8月12日
環廃産第3
号環境省
大臣官房
廃棄物・ﾘ
ｻｲｸﾙ対策
部産業廃
棄物課長
通知）

欠格要件については、廃棄物処理法第
１４条において規定されており、申請者
や許可業者が欠格要件に該当する場
合は不許可や取消の処分を受けること

になる。

　d
（①
～
③）
、c
（④
）、d
（⑤
）

　

①～③について
廃棄物処理法においては、廃棄物処理に対する国
民の不信を解消し、廃棄物処理業者の質の確保を
図るため、平成９年及び平成１２年の法改正におい
て廃棄物処理業・施設設置の許可要件を厳格化する
とともに欠格要件を強化し、さらに平成１５年の法改
正においても、欠格要件に該当した場合の取消しを

義務化することとした。
廃棄物処理法に係る欠格要件については「規制改
革・民間解放推進三か年計画（再改定）」（平成１８年
３月３１日閣議決定）において「検討会を設け、欠格
要件の必要性の見直し等について、平成１８年度を
目途に結論を出す」とされているところであるため、
欠格要件についてはその場で検討することとしてい

る。
④について

従前より役員に含まれるとの解釈を示しているが、
監査役については、会社法（平成17年法律第８６号）
においても役員として位置づけられているところであ
る。監査役の会社法上の権限をかんがみても、「取
締役、執行役又はこれらに準ずる者」に該当するも

のと認識している。
⑤について

「５％以上の株式所有者若しくは出資者」について
は、欠格要件に係る解釈を示した通知において、「役
員等と同等以上の支配力を有すると認められる者」
であることの蓋然性が高いとしているだけであり、
「役員等と同等以上の支配力を有すると認められる
者」の判断については、実態を把握し、個別の事例
に応じて適切に判断するという、まさに総合的に判断

する旨を明確にしている。

①～③については検討するとあるでの、ｂとすべきで
ある。

下記要望者再意見を踏まえて再検討されたい。
「①～③本問題については、経団連からの要望内容
を十分斟酌して結論を出すべきである。とりわけ、検
討会における検討に当たっては、製造事業者が製造
工程から発生する副産物や他者の廃棄物を、自らの
生産施設等を活用して大規模に処理するため、廃棄
物処理法上の施設あるいは業の許可を取得してい
るケースが多いことに、十分留意すべきである。
④監査役は、会社機能に必要な業務･会計面の監査
を担う立場として規定されている。そのような機能を
もつ役員であることをもって、業務執行において取締
役等と同様の「支配力」を有すると位置づけるべきで

ない。
また、会社法では、監査役の内部調査の権限や取締
役会での意見陳述・報告義務等が規定されている
が、これらはいずれも、当該法人の事業行為につい
ての権限や、「支配力」を示すものではない。」

d（①
～
③）
、c
（④）
、d
（⑤）

①～③現状を踏まえ、規制改革・民間開放推進３カ
年計画（平成１８年３月３１日閣議決定）に則って「欠
格要件の見直しの必要性等について検討」している
段階であり、見直すことが確定しているわけではな

い。
④監査役は会社法上の役員である上に、会社法上
の権限としてア）取締役の職務の執行を監査、イ）い
つでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他
の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役
設置会社の業務及び財産の状況の調査をすること
ができる等の権限があり、また、会社法第３８２条に
おいて「取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為
をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは
定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ
ると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役（取締
役会設置会社にあっては、取締役会）に報告しなけ
ればならない。」と取締役への報告義務が規定され
ているところであり、かつ、会社法第３８５条において
「監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範
囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為
をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合に
おいて、当該行為によって当該監査役設置会社に著
しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役
に対し、当該行為をやめることを請求することができ
る。」と取締役の行為の差止めの権限も有しているこ
とをかんがみると、監査役は「取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者」に該当するものである。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

102 A
廃棄物処理法に係る許可の欠格

事由の見直し

　廃棄物処理法に係る許可の欠格事由について、規制改
革・民間開放推進3か年計画(2006年3月)において、「学識
経験者等からなる検討会を設け、欠格要件の必要性の見
直し等について、平成18年度を目途に結論を出す」とされ
ていることは評価できる。具体的にどの取消事由によって
許可の取消しが行われたのか等、きめ細やかな現状分析
を行うとともに、大局的な見地から検討を行い、下記要望

事項が実現されるよう措置すべきである。
①欠格要件に該当することになった場合、自動的に許可が
取消されるのは廃棄物処理業の許可のみとし、廃棄物処
理施設の許可については「裁量的取消し」（｢取り消すこと

ができる｣）とすべきである。
②その他環境関連法令違反については、施設許可のみな
らず、業の許可についても「義務的取消し」の対象外とし、

「裁量的取消し」とすべきである。
③法人の役員または政令使用人が、交通事故等の私的な
事故により禁錮以上の刑に処せられた場合については、義

務的取消事由の対象外とすべきである。
④処理業の許可を受けたものが法人である場合に欠格要
件が適用される役員の範囲について、株式会社の監査役

は対象外とすべきである。
⑤また、「5％以上の株式所有者もしくは出資者」が、欠格
要件に該当する「役員等と同等以上の支配力を有すると認
められる者」であるかは、総合的に判断すべきことを明確

化すべきである。

*「要望理由続き」③法人の役員または政令使用人が、
例えば交通事故等の私的な事故によって禁錮以上の
刑に処せられる可能性は否定できないことから、本事由
についても義務的取消の対象外とすべきである。

④悪質な処理業者の黒幕を排除する目的で、欠格要件
に該当する者の範囲を「法人に対し業務を執行する役
員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以
上の支配力を有すると認められる者」と定めている。し
かしながら、株式会社の監査役は、制度上、取締役や
執行役等の業務執行を監査する立場にあり、監査役を
取締役や執行役に準ずる支配力のある者として欠格要

件の対象とするのは行き過ぎである。
⑤「5％以上の株式所有者・出資者」についても、相対的

な株式・出資状況により判断すべきである。

①2003年の廃棄物処理法改正の趣旨は、廃棄物処理業を
営む悪質な業者に対して厳しく行政処分を課すことであっ
た。悪質な廃棄物処理業者に対する行政処分は処理業の許
可の取消しで可能であり、主に施設の技術上の基準につい
て審査する(法第15条の2)「廃棄物処理施設の許可」まで、
「義務的取消し」とする必要はない。近年、製造事業者が、生
産施設等を活用して、自己又は他者の廃棄物処理を行うた
めに、廃棄物処理法上の施設あるいは業の許可を取得して
いるケースが多い。そのため、欠格要件に該当した場合に自
動的に許可が取消されると、自らの廃棄物処理のために廃
棄物処理施設の許可を有する製造事業者は、廃棄物の自己
処理ができなくなる。とりわけ、製造工程から廃棄物処理施
設まで一連のプロセスになっている場合、製造業等の事業活
動そのものが継続できなくなる。全国に複数の事業所を有す
る製造事業者においては、欠格要件が全事業所にまで適用
され、当該製造事業者の生産活動に致命的な影響を与え、
ひいては日本経済に少なからぬ影響を与える。また、生産施
設を活用して他者の廃棄物も受け入れて廃棄物処理業を行
なっている製造事業者は、本来の生産活動ができなくなる。
全国に複数の事業所を有する製造事業者においては、欠格

要件の適用が全事業所に波及する。
  したがって、施設の許可まで「義務的取消し」とすると、廃棄
物の適正処理ならびにリサイクルの推進が阻害されてしま

う。
②規制の現状欄に示した9つの環境関連法令違反には「義
務的取消し」が適用される。「その他環境関連法令」に違反
する事態は本来あってはならないが、製造事業者の通常の
事業遂行過程と密接に関連するので、過失や事故等で法令
違反を犯す可能性は否めない。過失や事故で「その他環境
関連法令」に違反した場合の処置と、暴対法、暴力行為等処
罰法刑法、刑法の暴行、傷害、脅迫等を犯した場合の処置
が同等であることに対して疑問がある。以上から、環境関連
法令違反について、違反法令に基づく罰則に加えて、廃棄物
処理法の許可の義務的取消要件とすることは見直すべきで

ある。*

廃棄物処理法
第15条の3第1
項、第14条第5
項第2号イ、第7
条第5項4号ハ
廃棄物処理法
施行令第4条の

6

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部

　2003年12月施行の改正廃棄
物処理法により、廃棄物処理業
ならびに処理施設の許可の取消
要件が強化され、廃棄物処理法
第7条第5項第4号または第14条
第5項第2号に規定する欠格事
由に該当するときは、地方公共
団体の長は、「許可を取り消さな
ければならない」（｢義務的取消

し｣）ことになった。
　その一つとして、事業者が、大
気汚染防止法、騒音・振動規制
法等の環境関連法令(※)違反で
罰金刑を受けた場合、5年間に
わたって｢欠格要件｣に該当する
こととなり、廃棄物処理業のみな
らず処理施設に係る許可も自動
的に取り消される。その場合、5
年間、廃棄物処理法に係る許可
を新規に取得することができな

い。

※その他の環境関連法令：
　大気汚染防止法、騒音規制
法、振動規制法、海洋汚染防止
法、水質汚濁防止法、悪臭防止
法、特定有害廃棄物の輸出入
等規制に関する法律、ダイオキ
シン対策特別措置法、PCBの適
正処理に関する特別措置法

5057 5057103 z17011 環境省

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第１５条の
４の３

広域認定制度の対象となる廃棄物は、
拡大生産者責任の考え方に則り、製造
事業者の自らの製品について業の許可
なくその広域的処理を行うことを認める

制度である。

 c  

　①については、広域認定制度は、拡大生産者責任
（自ら生産する製品について、生産者が生産・使用段
階だけでなく、それが使用され廃棄物となった後まで
一定の責任を負う）により、製品が廃棄物として排出
されることの抑制やリサイクル・適正処理を容易とす
る等、製品が廃棄物となった後も、当該廃棄物を生
産者が適正に処理するという考え方に則った制度で
ある。よって、同一性状とは言え他社製品の回収を

認めることは困難である。
　また、②については、広域認定制度は、製造業者
が処理体制を把握し、廃棄物がその処理体制に沿っ
て適切に流れることをもって環境大臣が認定し、各
都道府県・政令市による許可の取得を不要としてい
る特例制度である。この特例制度の適用に当たって
は、認定を受けた者の処理体制及びこの処理体制
に沿って適切に廃棄物が流れることを委託基準によ
り担保しているところである。よって、広域認定制度
において委託基準の適用を除外することはできな

い。

現時点においても、同一性状の他社製品の回収は、
認められている。本要望は、リプレース時等製品の
販売等に伴い回収が効率的に行われる場合におい
ては、全てが他社製品であっても、回収することを認
めるべきという要望である。自社製品と一緒に回収
する他社製品の回収は認めるが、全てが他社製品
の場合は回収を認めないということは不整合である。
以下要望者再意見も踏まえて再検討されたい。
「①情報処理機器及び通信機器について、メ－カー
各社は、広域認定制度を利用して積極的に以下の

取組みを行っている。
（ア）自社のホームページ等で製品情報及び製品の
環境情報を公開している。この情報は他社製品の適

正処理を可能にする。
（イ）環境配慮設計を着実に実施しており、３Ｒの推
進と適正処理の妨げとなる有害物質の使用を抑制し

てきている。
（ウ）パソコンの場合は、Ｊ－Ｍｏｓｓ制度により、各社
製品とも有害物質使用の有無が明白であり、他社製

品でも適正処理が可能である。
（エ）プラスチックの材料表示が定着しており、再資源
化事業者が処理する場合にも、分別が容易である
等、適正処理と高い再資源化率を実現している。
（オ）パソコンの場合は、内部部品の構成が共通化さ
れ、部品の供給元も限定されているため、メーカ間で
共通の材料・部品が多い。実際に、再資源化事業者
においては、複数のメーカーの製品を適正かつ効率

的に処理している。
（カ）業界内でメーカー間共通のリサイクルの目標を
設定し、各メーカともその達成に向けて取り組んでい

る。
（キ）回収から処分までの管理システムを構築し、適

正な回収・処分を実施している。

c

①現在、企業独自の技術が多岐に渡り存在する中、
製造事業者による効率的な再生利用等を行うべく拡
大生産者責任に則った広域認定制度を創設してい
る。本制度の意義は、自社の製品の再生又は処理
の工程に関与することで、より再生又は処理しやす
い製品設計へ反映させる点である。他社製品を回収
して処理しても、自社製品への設計に反映させること
はできない。広域認定制度はあくまで製造事業者の
ための廃棄物処理の特例であって、全量他社製品を
回収して適正に処理することは純粋な廃棄物処理に
該当することとなり、不適正な処理につながりかねな

い。
②広域認定制度は、製造事業者の拡大生産者責任
に則った処理システムを国が認定している制度であ
り、この国が認定したシステムが適正に稼働している
ことを委託基準により担保しているものである。な
お、産業廃棄物管理票は、システム全体ではなく一
つ一つの廃棄物が各廃棄物ごとに確実に処理され
ることを担保するために規定されているものであり、

その趣旨は異なる。
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103 A
広域認定制度における取扱の明

確化と手続の簡素化

①情報処理機器及び通信機器に係る広域認定制度につい
ては、技術的に適正なリサイクルが可能であり、製造事業
者等による処理が確実な同一性状の他社製品の回収につ

いても、広く認めるべきである。

②広域認定制度における産業廃棄物処理の委託契約(再
委託する場合も含む)については、廃棄物処理法上の委託
契約基準の適用を除外すべきである。少なくとも、例えば、
運搬の最終目的地の所在地の記載や、処分施設の処理
能力、その他添付書類などについて、大幅に軽減すべきで

ある。

＊「要望理由続き」②広域認定制度は、製造事業者の
拡大生産者責任の概念に基づいて、製品の回収と処理
を促進することが目的である。認定に際しては、製造事
業者を中心とする収集運搬・処理方法が確立されてい
ることを示しており、製品ユーザーである排出事業者が
処理プロセスを管理することや、一般の産業廃棄物処
理のような排出者責任を追求しているものではない。類
似のしくみとして、家電リサイクル法に基づいてブラウン
管テレビを排出する場合には、産業廃棄物処理業の許
可業者等への委託や委託基準を適用しないことになっ
てる。(特定家庭用機器再資源化法第50条第3項)また、
通常の産業廃棄物処理とは異なり、認定事業者は、全
国多数の排出事業者（場合によっては1回限り）からの
処理を受託しており、全ての排出事業者との間で、廃棄
物処理法の委託基準に基づく契約を締結することは、
非常に膨大な事務手続きが必要となり、運用上の妨げ

にもなっている。
　さらに、同認定制度では、認定対象物のみを扱うもの
であり、再委託を行うことを前提として認定されている
ケースもある。したがって、廃棄物処理法が規定してい
る、再委託に関する承諾や再受託者への書面交付手

続は不要とすべきである。

①情報処理機器及び通信機器の回収現場では、下記のよう
なケースが多々発生している。
ア．製品リプレース時において不要となる製品が全て他社製
品である場合
ネットワークシステムの入れ替え（更新）に伴う自社製品への
置き換え時に、古いパソコンやサーバの引取を依頼された
が、それらが全て他社製品であった。
イ．排出者から回収・処理委託（のみ）を受けた製品が他社
製品（認定を受けている廃棄物の範囲の製品と同一性状）で
ある場合
ユーザから他社製品（パソコン）のみの回収を依頼された。
ウ．自社製品と一体的に販売される他社製品（付属製品）が
ある場合
パソコンの回収依頼を受けた際、自社で販売した他社製品
のパソコンラックが入っていた。
内部部品も類似し、処理も一定の方法が確立している情報
処理機器及び通信機器については、他社製品を同時に回収
しても適正に回収・リサイクルすることが可能である。他社製
品を扱うことを可能とした場合に、排出者の利便性が向上す
るとともに、リサイクルの範囲拡大と効率化が促進される。
とりわけ、情報処理機器及び通信機器の製造事業者が、製
品やそのシステムを販売・納入する場合、契約または入札の
条件として、新規製品の設置工事とともに排出者が使用して
いた古い機器の撤去工事及びその廃棄物処理（収集・運搬，
処分）を一括して受託することが、商慣習上も一般的である。
この場合、古い機器類（廃棄物）は、製造事業者が納入する
新規製品と同一性状の製品ではあるが、それら全てが他社
製品の場合もある。
　したがって、製造事業者等による処理が確実な同一性状の
製品については、自社製品と他社製品が混合した場合のみ
ではなく、撤去対象が全て他社製品の場合であっても、広域
認定制度において製造事業者が処理を受託できるようにし、
実情を踏まえた運用を行うべきである。
　なお、関係他社と共同で広域認定を取得した場合は、その
後に、認定内容に係る変更事由等が各社に生じた場合、そ
れぞれの変更申請を関係他社と共同で行わなければなら
ず 申請書類を他社にその都度持ちまわって各社が処理す

①廃棄物処理
法施行規則第
12条の12第8号
②廃棄物処理
法施行令第6条
の2第3号、第6
条の12

同施行規則第9
条第4号、第8条
の19第5号、第8
条の4、第8条の

4の2

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部

①広域認定制度の対象となる廃
棄物は、基本的に、認定された
者が「製造加工又は販売を行っ
た製品」に限定されている。
ただし、情報処理機器及び通信
機器の場合、同一性状の他社
製品の回収依頼を受けることが
多いことから、政省令改正の際
に、実態を踏まえた運用を行うよ
う関係業界から要望したところ、
パブリックコメントに対する環境
省の回答や広域認定制度の手
引きでは、他社製品の回収も可
能との方針が示された。しかしな
がら実際の認定証には、｢やむ
を得ず混入してしまった｣場合な
ど非常に限定したケースしか、
他社製品の回収が認められない

ことになっている。

※2003年度の要望を受けて政
府より発出された他社製品に関
する見解は以下のとおり。
1)パブリックコメント：「本制度に
おいては、製造事業者等が同種
の他社製品が廃棄物となったも
のを含めて処理する行為も対象

となる。」
2)広域認定制度申請の手引き
（環境省大臣官房廃棄物・リサイ
クル対策部　発行）：（＊＊）
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実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）
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廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第１５条の
４の２

再生利用認定制度により環境大臣の認
定を受けた事業者は廃棄物の処理に
つき許可を有する必要がない。

 c  

再生利用認定制度は、廃棄物の減量化を推進する
ため、一定の要件に該当する再生利用に限って環境
大臣が認定し、処理業及び施設設置の許可を不要と
する制度である。したがって、生活環境保全上支障
が生じないことを担保するために、厳格な要件が定
められており、認定を受ける者についても厳格な基
準が定められている。かかる制度の趣旨から、認定
の対象は申請者自身に限られ、委託により処理（運
搬を含む）を行う者は含まれていない。そのため、輸
送を他者へ委託するケースは本制度の範囲外であ
り、受託業者は廃棄物の処理を行う際、当然許可が
必要となるものである。これについて許可を不要とす
ることは、上記の制度の趣旨に反するほか、認定外
の業者により不適正処理が行われるおそれがあるた

め、御要望には応じられない。

再生利用認定制度においては、物流子会社等と共
同で認定できる仕組みになっていない。施設の設
置、廃棄物の回収及び処理までを別法人とパッケー
ジで申請した場合は、再生利用のパッケージシステ
ムとして再生利用認定制度で認めるべきである。（広
域認定制度では、共同申請は認められている。）
以下要望者再意見も踏まえて再検討されたい。

「再生利用認定制度では、廃棄物の運搬先が認定を
受けた再生利用事業者であり、「他者に運搬を委託
した場合に不適正処理が行われる蓋然性が高い」と

は必ずしも言えない。
委託先に対する指導監督権の度合いや、認定への
登録等をもって、適正処理の担保の可否を検討すべ

きである。」

c

広域認定制度は拡大生産者責任に則って、製造事
業者が処理システムを構築し、その一部である回収
システムに係る収集・運搬の許可を不要としているも

のである。
一方、再生利用認定制度は、拡大生産者責任に
則って回収システム等を構築する事を目的としてい
る特例制度ではないため、他者に収集運搬を委託す
る場合には、収集運搬の許可を有する者に委託する
必要がある。なお、収集運搬については、要件を満
たせば別途広域認定制度の特例を受けることは可

能である。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

104 A
再生利用認定制度における収集
運搬に係る規制の緩和

　「再生利用認定制度」において、再生利用認定を受けた
事業者が、再生資源を自らの施設に搬入するために、廃棄
物の収集運搬を委託する場合は、委託先業者の廃棄物処
理法上の収集運搬業許可の取得を不要にすべきである。
　少なくとも、収集運搬の委託先が子会社である場合につ

いて、許可を不要とすべきである。

（＊）上記の規制緩和が実現した場合、再生利用認定
事業者は、製品の出荷に利用した帰り便等を利用して
再生原料となる廃棄物を取りに行くことが可能となり、
広域かつ効率の良いリサイクルの仕組みの構築が可

能になる。

　再生利用認定は主として「対象物」及び「処理方法」の認定
であり、認定を受けた「対象物」は、再生されることが確実な
物として、廃棄物として扱う必要がないよう処理に関する許

可の規制は緩和されている。
　しかし、再生利用認定事業者が対象物である再生原料を
取りに行く行為(収集運搬）を自ら実施する場合には、収集運
搬に関する許可を不要としているが、他人に委託する場合に
は収集運搬業の許可を有する者に委託しなくてはならない。
　容器包装リサイクル法の規定では、再商品化事業者は、収
集運搬業の許可を取得しなくとも、一般廃棄物を地方公共団
体へ取りに行ってリサイクル施設に搬入することができる。ま
た、家電リサイクル法でも、再商品化に必要な運搬行為に廃

棄物収集運搬業の許可は不要である。
　再生利用認定制度においても同様に収集運搬の許可を不
要とすべきである。少なくとも、収集運搬の委託先が子会社
である場合、委託先に対する指導監督権を及ぼすことが可
能であることから、許可を不要とすべきである。（＊）

廃棄物処理法
第15条の4の2
容器包装リサイ
クル法（容器包
装に係る分別収
集及び再商品
化の促進に関
する法律）第37

条
家電リサイクル
法（特定家庭用
機器再商品化
法）第49条

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部

　産業廃棄物の「再生利用認定
制度」においては、環境大臣の
認定を受けた再生利用事業者
は、廃棄物処理法上の処理業な
らびに処理施設の許可取得が
免除されている。しかしながら、
再生利用事業者の施設まで再
生資源を運搬する行為について
は、廃棄物処理法上の収集運
搬業の許可が必要となる。

5057 5057105 z17013
経済産業
省、環境
省

バーゼル
法第2条第
1項・第8
条、外国
為替及び
外国貿易
法第52
条、輸入
貿易管理
令第3条第
1項・第4条
第1項第3
号、関係
告示

特定有害廃棄物等の輸入に関しては、
バーゼル条約に基づくバーゼル法の手

続
（OECD加盟国間では、部分的に簡易
手続となっている）を踏まなければなら

ない

 c  

　 日本はバーゼル条約の締約国である以上、有害
廃棄物等の輸出入に関して条約上の手続を適正に
履行する義務を負うものであり、我が国がバーゼル
条約の規制対象物の輸出入手続を任意に簡素化す

ることはできない。
　一方、 EUやOECD諸国間の有害廃棄物等の輸出
入においては、バーゼル条約上の輸出入手続と異な
る手続がとられているが、これはバーゼル条約第11
条に基づく協定として位置づけられたEU規制や
OECD理事会決定がそれぞれ適用されるためであ
る。これらの協定は、協定加盟国間においてバーゼ
ル条約により義務づけられる有害廃棄物等の環境
上適正な処理を確保することが可能であることから、
有害廃棄物等の輸出入等の手続の簡素化を図って
いるものであり、地域的状況の異なるアジア圏にお
いて直ちに適用できるかについては環境保全の観点

等から慎重な検討が必要である。
　 また、有害廃棄物等を輸出入する際の条約等に
基づく一連の手続は、有害廃棄物等が環境上適正
に運搬及び処分されることを確保するためであり、日
本企業が製造・輸出した部品等を利用した製造にと
もなう有害廃棄物等の輸出入の場合であってもその
必要性は変わらない。そのためその他の国の企業が
製造した製品由来の有害廃棄物等と同様の手続を
行い、適正な運搬及び処分を確保する必要がある。
　なお、特に日本に輸入して高度な技術でリサイクル
することには環境保全上も意義があり、手続に必要
以上に時間がかかることのないよう、迅速化に努力

しているところである。

以下要望者再意見を踏まえて再検討されたい。
「本問題は、「３Ｒイニシアティブ」の一環として、アジ
ア資源循環を実現する具体的な施策として取組むべ

きである。
有害廃棄物の輸入手続について、「必要以上に時間
のかかることのないよう迅速化に努力している」との
ことであるが、迅速化に必要な具体的方策を示すべ

きである。」

c

アジア諸国の著しい経済発展等により、廃棄物等の
国際的な移動の増大や、これに伴う環境破壊の拡大
が懸念される中、国際的な３Ｒ推進の観点から特定
有害廃棄物等についても適正な輸出入の確保に向

け取組を進めている。
　また、これまで本省で実施していた廃棄物等の輸
出入に係る事前相談業務等を昨年１０月に発足した
地方環境事務所に移管し、審査業務の体制を強化
するなど、手続きの迅速化に努力しているところであ

る。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

105 A
アジアの資源循環に資する

特定有害物質含有物の輸入手続
の緩和

　わが国における製造・販売・輸出事業者が明確である材
料・部品が、輸出国で使用された後に発生した特定有害物
質含有物であって、わが国において再生利用可能な資源
については、”製造から廃棄物管理に至るまでのアプロー
チ”のひとつとして、これを輸入する手続きの緩和措置を講

じて資源循環を促進すべきである。

　上記（※）のものは、アジアの諸外国で処理をしようとすると
廃棄物となって環境汚染につながるケースがあるが、わが国
の事業者は高いリサイクル技術を有していることから、わが
国に逆輸入できれば、資源として有効に活用できる。しかし、
希少貴金属等の有価物は市況の変動が激しいため、行政手
続に多大な時間がかかってしまうと、ビジネスとして成り立た

なくなり、資源の再利用ができない。
　ちなみに、EU圏では、特定有害物質を含有したものであっ
ても、バーゼル条約よりOECD理事会決議が優先され、廃棄
物の再資源化循環目的の輸出入が行われている。

　2005年4月に日本で開催された3Rイニシアティブ閣僚会議
において、アジア圏における資源循環体制づくりの必要性が
認識されたところである。現状では、わが国からアジア諸国
に再資源化技術を供与することは、現地国の規制や経済状
態等の条件から困難を伴うことが多い。したがって、まずは
上記の輸入に係る規制を緩和することにより、わが国はアジ
ア圏における資源循環・再利用の促進と発展に大きく寄与す

べきである。

特定有害廃棄
物等の輸出入
等の規制に関
する法律(バー
ゼル法)

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部
経済産業省産
業技術環境局
環境政策課

 　日本国内で製造された材料・
部品が、海外企業に輸出・販売
され、海外の工場で生産活動等
に使用された後に、使用済み触
媒やめっき液などが発生する。
これら（※）は有価物を含んでお
り、わが国の優れた技術でもっ
てすれば、環境に負荷をかけず
に有価物を取り出し、リサイクル
することができる。しかし、こうし
た有価物を含む特定有害物質
含有物をリサイクル目的で日本
に逆輸入しようとすると、いわゆ
るバーゼル法の適用を受けるた
めに、行政手続等に2ヵ月以上
かかる場合もあるなど、多大な
時間を要することから、ビジネス
チャンスを失うこともある。

 2006年3月の「3Rイニシアティブ
高級事務レベル会合」において
も、3R推進の成功事例やこれら
を推進していくためのポイントと
して、「製造設計段階から廃棄
物管理に至るまでの総合的アプ
ローチ」等の取り組みが挙げら
れたが、現状関係国間では実現

されていない。
※生産活動後に発生する有価
物を含むものとして、例えば下

記がある。
　プロダクト・スクラップ、使用後
のめっき材料等、製造工程での

金属付着物、
　使用済触媒、めっき液等
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廃棄物処理法においては、都道府県境
を超える廃棄物の移動は制限されてい

ない。
 d

廃棄物処理法においては、都道府県境を超える廃棄
物の移動は制限されていない。環境省においては、
法に定められた規制を超える要綱等による運用につ
いては、必要な見直しを行うよう都道府県に考えを示
しているが、都道府県の定める要綱、環境条例の妥
当性については、都道府県において検討されるべき

ものである。

以下要望者再意見を踏まえて、再検討されたい。
「環境省は、廃棄物処理法に定められた規制以上の
地方公共団体の運用を正すだけでなく、リサイクル
等の資源循環が円滑に推進されるよう、循環型社会
形成に向けた政策の具体的な指針を示し、地方公共

団体を指導すべきである。」

d

環境省においては、法に定められた規制を超える要
綱等による運用については、必要な見直しを行うよう
都道府県に考えを示している。なお、各種リサイクル
法の制定や循環基本計画の策定など、循環型社会

形成に向けた施策を行っているところ。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

106 A
「廃棄物処理法」等に係る事前協

議制等の見直し

　地方公共団体による事前協議制を簡略化あるいは廃止
するよう、環境省は地方公共団体に対して通知する等、引

き続き指導していくべきである。
　少なくとも、「域外から産業廃棄物を搬入する場合であっ
て、最終処分や単純焼却処理を行わずにリサイクル等の
資源循環を行うときは、地方公共団体への届出で済むよう
にする」等、環境省は、資源循環型社会の形成の阻害要因
となる行政指導等については見直すよう、地方公共団体に

対して指導の徹底を図るべきである。

　事前協議が必要な場合は、許認可の取得までに非常に時
間がかかり、迅速な適正処理が困難となっている。とりわけ、
産業廃棄物の域外からの搬入について、処理業者が、最終
処分を行うかリサイクル処理を行うかにかかわらず、一律の

行政指導を受けてしまう。
　最近では、リサイクルの進展により、域外からのリサイクル
処理案件が増加しているが、そうしたものについても一律に
取り扱われるため、事前協議の審査予約が取り難く、リサイ

クル処理が進まないのが実情である。
　こうしたことから、排出事業者がリサイクルを志向しても、事
前協議の難しさから、結果的にリサイクルせずに近隣の最終
処分場で処分してしまうケースもあり、循環型社会の構築を

阻害する原因となっている。

地方公共団体
の指導要綱

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部
地方公共団体

　廃棄物処理法上、｢廃棄物処
理施設の設置｣や｢域外からの
産業廃棄物の搬入｣等にあたっ
て、地方公共団体との事前協議
や周辺住民の同意が必要であ
るとの規定はない。にもかかわ
らず、地方公共団体の行政指導
等によって、各種許認可の取
得・更新の申請を行う際に、事
前協議の実施、周辺住民説明
会の開催、同意書の取得等が
義務付けられている。

　都道府県によっては、リサイク
ルを推進するため、一定の基準
を満たすマテリアルリサイクル施
設の設置について、住民同意を
不要とする指導要綱の改正を

行っている。
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廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
施行規則
第９条の２

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請
については、廃棄物処理法施行規則第
９条の２において申請の手続を定めて

いる。

d

①については、廃棄物処理業の事業範囲の変更許
可の申請については、すでに新規の申請よりも簡素

かつ最低限必要な手続となっている。
②については、廃棄物処理法においては、積替え・
保管について住民同意等は求めていない。都道府
県の定める要綱、環境条例の妥当性については、ま
ずは都道府県において検討されるべきものである。

以下要望者再意見と踏まえて、再検討されたい。
「①要望では、廃棄物処理法施行規則第9条の2第6
項に添付不要と規定されているにもかかわらず、添
付を求める地方公共団体があるという点を指摘して
いる。回答は要望の内容と違っている。地方公共団

体への指導を徹底すべきである。
②環境省は、廃棄物処理法に定められた規制以上
の地方公共団体の運用を正すだけでなく、リサイク
ル等の資源循環が円滑に推進されるよう、循環型社
会形成に向けた政策の具体的な指針を示し、地方公

共団体を指導すべきである。」

d

環境省においては、法に定められた規制を超える要
綱等による運用については、必要な見直しを行うよう
都道府県に考えを示している。なお、各種リサイクル
法の制定や循環基本計画の策定など、循環型社会

形成に向けた施策を行っているところ。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

107 A
産業廃棄物収集運搬業許可に係

る取扱いの徹底【新規】

①産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続において、許可
内容に変更のない場合に添付不要とされている「事業計画
の概要を記載した書類」の提出を求めることのないよう、地

方公共団体への指導を徹底すべきである。
②積替え・保管施設の設置・変更にあたって、周辺住民へ
の説明会開催や同意書の取得を求めないよう、地方公共

団体に対して指導･徹底を図るべきである。
　また、貨物・港湾における、積替え・保管の取扱いについ
て、平成17年3月25日付環境省大臣官房廃棄物・リサイク
ル対策部産業廃棄物課長通知の運用を、地方公共団体に

対して周知徹底すべきである。

（＊）住民の同意が取れない結果、積替え・保管場所を
一定のエリア内に配置できず、トラック1台分に満たない
ような少量単位で排出されるもののリサイクルは進まな
い。また、貨物駅又は港湾における産業廃棄物の積替
え・保管に係る解釈について、地方公共団体に周知徹
底されておらず、効率的な物流の妨げになっている。

①輸送業務は典型的な受注産業であり、いつどの顧客から
どのような輸送方法の発注を受けるかをあらかじめ把握する
ことは困難である一方、いつ発注があっても迅速に対応でき
るように準備しておくことが、適正かつ迅速に廃棄物を処理
するために不可欠である。許可更新時に排出事業者からの
排出計画に関する書類が添付できずに、当該種類の産業廃
棄物の収集運搬許可を削除され、例えばその翌月に当該種
類の運搬を受注しても、そこからまた2～3ヵ月をかけて、許
可変更の申請を行うようなことのないようにすべきである。
　なお、地方公共団体の作成する申請者向け説明資料等に
も、新規許可申請、更新許可申請の区別なく、上記書類の添

付を要する旨が表記されているものがある。
②また、積替え・保管施設を設置・変更する場合に、周辺住
民への説明会開催や同意書の取得を申請要件とする地方
公共団体がある。動脈物流において輸送の効率化を図るた
めには、小口で集めた物をまとめて運ぶことが基本であり、
このことは、動脈物流を通じて広く消費された後の物を集め

る静脈物流においても同じである。（＊）

廃棄物処理法
施行規則第9条
の2第6項

平成17年3月25
日付環境省大
臣官房廃棄物・
リサイクル対策
部産業廃棄物
課長通知

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部

①産業廃棄物収集運搬業許可
の更新手続においては、取扱う
廃棄物の種類等に変更がなけ
れば、「事業計画の概要を記載
した書類」の添付は不要とされ
ている（廃棄物処理法施行規則
第9条の2第6項）。しかしながら、
地方公共団体によっては、上記
書類に、産業廃棄物の種類ごと
の排出事業者に関する詳細な
情報（所在地、名称、連絡先、排
出場所の所在地、事業内容、産
業廃棄物管理責任者の役職・氏
名）を記載させるところがあり、
そのような地方公共団体では、
許可更新時に「事業計画の概
要」の提出を求めている。さら
に、排出事業者からの排出計画
を提示できない場合に、その産
業廃棄物の種類についての許
可を取消す措置が取られること

がある。
②積替え・保管施設の設置・変
更にあたって、地方公共団体か
ら周辺住民への説明会開催や
同意書の取得を求められること

がある。
　平成17年3月25日付環境省大
臣官房廃棄物・リサイクル対策
部産業廃棄物課長通知により、
貨物駅又は港湾における積替
え・保管の定義が明確化され、
貨物駅または港湾において輸送
手段を変更する作業のうち一定
の要件を満たす作業は、コンテ
ナ輸送による運搬過程と捉える

とされた （＊＊）



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい）

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分
割
補
助

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）
そ
の
他

再検討要請

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）
要望
主体

要望
事項
番号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

5057 5057108 z17016 環境省

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第15条の
２の５

産業廃棄物処理施設の変更を行う場合
は許可を受けなければならない。ただ
し、軽微な変更であるときはこの限りで

ない。

　ｃ  

排ガスの量が増大する場合は、今まで排ガスが到達
しない地点にまで達する可能性もあり、周辺環境へ
の影響を再度考慮する必要があるため、変更の許可
が必要と考えられる。一方、白煙対策のうち、排ガス
量が変更せず、当該変更によって周辺地域の生活
環境に対する影響が減ぜられる変更にあっては、軽
微な変更として届出による対応が可能となっていると

ころである。

対応可能となっているとあるので措置の分類を「ｄ」と
されたい

c一
部ｄ

白煙対策のうち、排ガス量が変更せず、当該変更に
よって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜら
れる変更にあっては、軽微な変更として届出による

対応が可能となっている。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

108 A
産業廃棄物焼却炉の白煙・紫煙

対策の実施に伴う
許可変更手続の緩和【新規】

　廃棄物焼却炉の白煙または紫煙対策のために行われ
る、排気ガスの空気希釈処理等の改善行為については、
廃棄物処理施設の軽微な変更に該当するものと扱い、許
可変更手続を不要として、届出のみとすべきである。

　都市部に設置されている焼却炉について、景観上からも環
境負荷が多い設備であると地域住民から認識されがちであ
り、白煙・紫煙対策を実施することは、地域住民の不安感を

軽減する効果がある。
　白煙・紫煙対策は、主に排気ガスの加熱・冷却や、空気に
よる希釈によって行う。これらの方法は、直接近隣の生活環
境に影響を与えるような環境負荷を増大させるものではな

い。
　ところが、既設の焼却炉の白煙・紫煙対策を実施するに
は、環境アセスメントをはじめ多大な作業と期間を要するた

め、逡巡している事業者も多く存在している。
　上記要望が実現された場合、周辺住民の期待が高い廃棄

物焼却炉の白煙・紫煙対策が促進される。

廃棄物処理法
第15条の1の5
廃棄物処理法
施行規則第12
条の8第1号、第
4号、第5号、
第12条の10の2

環境省大臣官
房廃棄物・リサ
イクル対策部

　産業廃棄物処理施設の変更に
あたっては、都道府県知事の許
可を得なければならないが、廃
棄物処理法施行規則で定める
軽微な変更の場合は届出のみ

でよいとされている。
　廃棄物焼却炉から発生する白
煙や紫煙に対する景観改善の
ため、排気ガスを空気で希釈す
る対策が一般的に行われてい

る。
　この場合、結果的に、送り込ん
だ空気の分だけ排気ガス量が増
加するため、施設許可の変更手
続が必要とされる。これに伴い、
添付書類として、環境省令で定
める当該産業廃棄物処理施設
が周辺地域の生活環境に及ぼ
す影響についての調査、いわゆ
る「環境アセスメント調査」の結
果を提出しなければならないた
め、調査に非常に多くの事務作
業と期間を要している。

5057 5057110 z17017 環境省

騒音規制
法第２条、
騒音規制
法施行令
第１条及
び別表第
一、振動
規制法第
２条、振動
規制法施
行令第１
条及び別
表第一

騒音規制法・振動規制法（以下、「法」と
いう。）は工場騒音・工場振動の規制を
工場・事業場単位で行うこととしており、
規制対象となる工場・事業場であるか
否かを著しい騒音・振動を発生する施
設を設置しているかどうかで判断してい
る。工場・事業場に設置する施設のう
ち、著しい騒音・振動を発生する施設を
「特定施設」として政令で定めている。
なお、法においては、特定施設を含む
工場・事業場から発生する騒音・振動
全てが規制の対象となっている。

b Ⅱ

①政令で定める特定施設の表は、今後の実態調
査、機械の開発・改良等に応じて逐次改訂していく方
針であり、直近では平成8年12月に金属加工機械と
して切断機を追加したところ（騒音規制法）。

②本年度は、検討会を設置し、昨年度の実態調査で
集積したスクリュー式圧縮機の騒音・振動データを基

に技術的検討を行う。

③上記検討結果に基づき必要に応じて中央環境審
議会に諮問し対応する。

従来より要望されているもので実務的なニーズは高
く、要望内容が実現するよう確実に措置すべきであ

る。
また、「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改
定）」においても、今年度検討することとされている。
具体的な検討のスケジュール、結論時期を示された

い。

b Ⅱ

①政令で定める特定施設の表は、今後の実態調査、機械の開発・
改良等に応じて逐次改訂していく方針であり、直近では平成8年12
月に金属加工機械として切断機を追加したところ（騒音規制法）。

②本年度は、検討会を設置し、昨年度の実態調査で集積したスク
リュー式圧縮機の騒音・振動データを基に技術的検討を行う。

③平成１９年度を目途として、上記検討結果に基づき、必要に応じ
て中央環境審議会に諮問し対応する。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

110 A
騒音規制法ならびに振動規制法

の特定施設の見直し

　騒音規制法ならびに振動規制法が｢特定施設｣と規定す
る圧縮機のうち、スクリュー式圧縮機を対象外とすべきであ

る。
　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」(2006年3
月31日閣議決定)において、「平成17年度に、スクリュー式
圧縮機を含む現時点での規制対象となっている全ての圧
縮機に関する実態把握調査を全国規模で実施し、検討し
得るデータを蓄積し、平成18年度に検討会を設定して検討
を行う」旨、盛り込まれており、上記の要望が実現するよう

確実に措置すべきである。

　騒音規制法ならびに振動規制法が定められた1960～70年
代に比べて、圧縮機の騒音・振動は格段に改善されている。
特に、スクリュー式コンプレッサーの開発によって、今では高

効率、高静寂性が確保されている。
　従って、特定施設の｢圧縮機｣の定義を見直し、スクリュー

式圧縮機は対象外とすべきである。

騒音規制法第6
条、同法施行令
第1条別表第一
振動規制法第6
条、同法施行令
第1条別表第一

環境省環境管
理局大気生活
環境室

①騒音規制法において、指定地
域内における工場又は事業場
において、著しい騒音を発生す
る施設であって政令で定める｢特
定施設｣を設置しようとする者
は、特定施設の設置の工事の
開始日の30日前までに、市町村
長に届出なければならない。
　その｢特定施設｣として、圧縮機
全般が指定されている。

②同様に、振動規制法におい
て、指定地域内における工場又
は事業場において、著しい振動
を発生する施設であって政令で
定める｢特定施設｣を設置しよう
とする者は、その特定施設の設
置の工事の開始の日の30日前
までに、市町村長に届出なけれ

ばならない。
　その｢特定施設｣として、圧縮機
（原動機の定格出力が7.5kW以
上のものに限る）が指定されて

いる。
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水質汚濁
防止法
第９条
大気汚染
防止法
第10条、
第18条の
９

水質汚濁防止法及び大気汚染防止法
の規定により、都道府県知事又は政令
市長は、水質汚濁防止法に基づく特定
施設並びに大気汚染防止法に基づくば
い煙発生施設及び特定粉じん発生施
設（以下、「特定施設」という。）に係る
設置や構造等の変更をする場合、都道
府県知事又は政令市長に届出が必要
とされる。法令上、事業者は、届出受理
の日から60日間は、その届出に係る特
定施設等の設置や構造等の変更を行う
ことができない。ただし、都道府県知事
又は政令市長が届出に係る事項の内
容が相当であると認めるときは、その期

間を短縮することができる。

ｄ －

　大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の当該規定
は、事業者が審査終了前に工事等に着手し、二重投
資等の損害が発生することを防ぐことを目的としてお
り、６０日という期間は、都道府県知事が審査を行う
のに必要な期間であると同時に、事業者をこれ以上
長期間拘束することは適当でないという考えに立っ
て定められており、実際に審査に60日程度を要する

事案も存在する。
  その上で、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の
規定では、都道府県知事又は政令市長は、大気汚
染防止法に基づくばい煙発生施設及び特定粉じん
発生施設並びに水質汚濁防止法に基づく特定施設
（以下、「特定施設」という。）の設置や構造等の変更
に係る６０日の実施制限期間を短縮することができる
とされている。これらの規定の趣旨は、適切な内容
の設置等の届出を行った者については、実施制限期
間の経過を待たずに設置の工事等を行えるようにし

ているものである。
  本規定の積極的な活用については、平成９年９月２
４日付け環大規第２３２号・環水規第３０９号「大気汚
染防止法及び水質汚濁防止法の届出に関する措置
について」において、「大気汚染防止法のばい煙発
生施設及び特定粉じん発生施設並びに水質汚濁防
止法の特定施設の設置や構造等の変更の届出（以
下、「特定施設の設置等届出」という。）の審査を行
い、排出基準・敷地境界基準又は排水基準等に適合
すると認められるときには、速やかに工事実施制限
期間の短縮措置を講じ、その旨を届出者に通知する
よう努めること」と都道府県及び政令市に対して通知
しており、実際にそのように運用されているところ。
  要望に示されたような、短い実施制限期間を原則と
し、必要に応じて延長をするという制度では、期間満
了が近くなってから行政庁が期間を延長した場合、

要望者が基本が30日で60日まで延長可とすべきに
対して、御省は60日を基準に期間の短縮も可能とし
ている。「あらゆる届出について期間延長の可能性
が捨てきれない」というのは一般論である。当該届出
の審査の項目や内容に応じた審査期間を調査し、そ
の平均値や変動率等を基に設定すべきである。要望
理由にもあるように、「審査に要した日数が30日以内
である割合がおおむね9割であり、ほとんどの届出が
実質的に30日以内で審査を終えている」の調査結果

を基に、再検討されたい。
以下要望者再意見も踏まえて再検討されたい。
「実審査に60日間を要している案件の要因分析を行
い、長期間の審査を必要とする傾向のある施設・設
備に関する条件・情報を取りまとめて、これを地方公
共団体に開示することなどにより、｢実施制限期間は
原則30日間とし、届出施設の内容が複雑である等の
特別の場合に、その制限期間を30日間を上限として

延長すること｣とすべきである。」

d

初回回答でもお答えしたとおり、短い実施制限期間
を原則とした上で必要に応じて延長をするという制度
は、事業者に損害を与える恐れがあるため、適当で
はない。したがって、御要望の制度を導入することは

困難である。
　　当該要望の趣旨に応えるためには、現行法に基
づき、都道府県知事又は政令市長が個別の届出内
容に応じて工事実施制限期間の短縮を行うことが適
切と考えられることから、これら関係自治体に対し、
工事実施制限期間の短縮措置を積極的に講じるよ

う、引き続き、要請してまいりたい。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

111 A
水質汚濁防止法・大気汚染防止
法における特定施設等に係る届

出の緩和

　水質汚濁防止法に基づく特定施設等ならびに大気汚染
防止法に基づくばい煙発生施設について、その設置や構
造の変更等に係る届出は、原則、着工予定日の30日前に
行えばよいこととし、届出施設の内容が特に複雑であるな
ど特に問題がある場合には、30日間に限って実施制限期

間を延長できるようにすべきである。

（＊）工事着工30日前までの計画の届出が規定されて
いる労働安全衛生法、電気事業法、ガス事業法の届出
内容と比べても、その審査・確認作業に2倍の日数を要

するとは考えにくい。
　以上の状況を踏まえ、実審査に60日間を要している
案件の要因分析を行い、長期間の審査を必要とする傾
向のある施設・設備に関する条件・情報を取りまとめ
て、これを地方公共団体に開示することなどにより、｢実
施制限期間は原則30日間とし、届出施設の内容が複雑
である等の特別の場合に、その制限期間を30日間を上

限として延長すること｣とすべきである。
　企業は、着工予定日に向けて様々なスケジュールを
組んでおり、法規定が｢着工予定日の60日前までに届
出をしなければいけない｣というままでは、都道府県等
の審査機関の短縮努力が、企業の実務上のメリットに

つながりにくい。

①着工の約30日前までに、発注先、機器の仕様、工程が確
定できない場合が多々あるため、着工予定日の60日前まで
に、設置及び変更等の届出を行うことが難しいのが現状であ

る。
②現行規定は、1960年代に設定されたものであり、現在のよ
うに、環境保全に関わる設備や体制が整えられた状況では
過剰なものと言える。スピード経営が求められる時代にあっ
て、60日間もの期間は非常に大きな事業機会の損失にな
る。技術進歩や時代の要請に合せて、自治体における審査

も迅速化を図るべきである。
③環境省は、1999年4月の｢大気汚染防止法および水質汚
濁防止法に基づく届出対象施設の設置等に係る届出事務の
処理について｣により、法に基づく実施制限期間の短縮措置
をとるべく、積極的に都道府県知事等に通知した。その結
果、審査に要した日数が30日以内である割合がおおむね9割
であり、ほとんどの届出が実質的に30日以内で審査を終えて

いる（環境省資料 2003年4月）
④例えば、ばい煙発生施設の届出書類で確認可能な内容
（工事者氏名、所在地、施設の種類、施設の構造、使用の方

法、処理の方法）では、（＊）

水質汚濁防止
法第9条

大気汚染防止
法第10条、第18

条の9

環境省環境管
理局水環境部
環境管理課

　水質汚濁防止法に基づく｢特定
施設｣ならびに大気汚染防止法
に基づくばい煙発生施設を新
設・改造・変更・廃止する場合、
都道府県知事に届出が必要とさ
れる。法令上、事業者は、届出
受理の日から60日間は、その届
出に係る特定施設等の設置・変
更等を行うことができない。この
期間を短縮するには、都道府県
知事の認可を得る必要がある。

5057 5057139 z17019 全省庁

環境省内
部通達（平
成１４年７
月１日）
乙は、本
契約に
よって生じ
る権利又
は義務の
全部若しく
は一部を
甲の承諾
を得た場
合を除き
第三者に
譲渡し、又
は承継さ
せてはな
らない。た
だし、信用
保証協会
及び中小
企業信用
保険法施
行令（昭和
２５年政令
３５０号）第
１条の２に
規定する
金融機関
に対して
売掛債権
を譲渡す

　環境省においては、既に平成1４年７
月から売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合の債権譲渡特約の部分
解除を実施し、更にその譲渡対象者の
範囲の拡大の措置を検討していくこと

にしている。

C

　環境省においては、既に平成14年7月から売掛債
権担保融資保証制度を利用する場合の債権譲渡特
約の部分解除を実施し、更にその譲渡対象者の範
囲の拡大の措置を検討していくことにしているが、各
省庁及び各地方公共団体に適用する統一的な共通
ルールの策定については、国の会計法規を所管する

財務省において実施すべきと考える。

-

（社）
日本
経済
団体
連合
会

139 A
国・地方公共団体向け金銭債権
の証券化に係る譲渡禁止特約の

解除

　各省庁・地方公共団体向け金銭債権につき、速やかに譲
渡禁止特約を廃止すべきである。そのため、各省庁共通の
ルール（①譲渡先が金融機関の場合は債権譲渡禁止特約
の適用除外とする、②事前承認手続を大幅に簡素化する、
③債権譲渡に対する取扱いを統一する）を策定し、売買契
約・請負契約に反映すべきである。地方公共団体について

も同様の統一的な取扱うべきである。

　資産流動化を促進する上で、債権譲渡禁止特約の存在が
障害となっている。債権譲渡禁止特約の廃止に向けて、各省
庁、地方自治体が共通ルールの下で着実に取り組むことが

求められる。

全省庁、地方
公共団体

　国の機関及び地方公共団体
向けの金銭債権については、譲
渡禁止特約が付されていること
が多く、当該金銭債権の証券化
等を行うことができない。

  近年、一部の省庁においては
事前に承認を得ることにより譲
渡を認めたり、特定の譲渡先に
ついては債権譲渡禁止条項適
用の例外とする等、企業におけ
る売掛債権を活用した資金調達
の支援・促進が図られている。
  しかしながら、依然として省庁
による対応のバラツキ、事前承
認手続きの煩雑さ、不透明さ等
の問題が残されている。
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厚生労働
省、経済
産業省、
環境省

労働安全
衛生法及
び化学物
質の審査
及び製造
等の規制
に関する
法律

　労働安全衛生法においては、化学物
質による労働者の健康障害を防止する
ため、新規化学物質を製造し、輸入しよ
うとする事業者は、当該化学物質の名
称、有害性の調査結果等を厚生労働大
臣に届け出ることとされている。事業者
は有害性の調査の結果に基づき労働
者の健康障害を防止するために必要な
措置を講じなければならない。また、厚
生労働大臣は学識経験者の意見を聞
き、必要に応じ設備の設置等を講じる

よう勧告することができる。
　化審法においては、有害な化学物質
が環境を経由して人の健康又は動植物
の生息・生育に与える影響を未然に防
止することを目的に、新規化学物質を
製造又は輸入しようとする者は、あらか
じめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び
環境大臣に必要事項を届け出ることと

されている。

c

　労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）に基づく
新規化学物質の届出制度は、労働安全衛生担当部
署において、当該化学物質へのばく露による労働者
の健康障害防止の観点から、新規化学物質の有害
性の有無について把握、審査するとともに、必要な
場合に労働衛生上の対策を講じるよう指導するもの
である。化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律（以下「化審法」という。）においては、有害な
化学物質が環境を経由して人の健康又は動植物の
生息・生育に与える影響を未然に防止することを目
的に、新規化学物質を製造又は輸入しようとする者
は、あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び環
境大臣に必要事項を届け出ることとされている。制
度の目的、審査の観点が異なることから、それぞれ
への届出が必要であり、両法を適切に運用していく
ためには、窓口を一本化することは適切ではない。
　また、安衛法においては、化審法に基づく届出が
免除されている製造中間体についても届出の対象と
している等のほか、有害性の調査結果のみならず、
「当該新規化学物質について予定している製造又は
取扱いの方法を記載した書面」を添えて提出しなけ
ればならないこととされており、化審法による届出内

容とは異なっているところである。
　したがって、化審法による届出があれば、安衛法に
よる届出を不要とした場合、労働者保護の観点から
審査ができなくなり、労働者の健康確保に大きな支

障を生じるおそれがある。
　よって、化審法による届出が行われたからといっ
て、安衛法の届出を不要とすることはできない。

厚生労働大臣に届出する内容のうち化審法と労安
法で重複している部分については、化審法に届出を
一本化し、「当該新規化学物質について予定してい
る製造又は取扱いの方法を記載した書面」について

は、追加で届出すべきである。

c

　労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）に基づく
新規化学物質の届出制度は、労働安全衛生担当部
署において、当該化学物質へのばく露による労働者
の健康障害防止の観点から、新規化学物質の有害
性の有無について把握、審査するとともに、必要な
場合に労働衛生上の対策を講じるよう指導するもの
である。化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律（以下「化審法」という。）においては、有害な
化学物質が環境を経由して人の健康又は動植物の
生息・生育に与える影響を未然に防止することを目
的に、新規化学物質を製造又は輸入しようとする者
は、あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び環
境大臣に必要事項を届け出ることとされている。制
度の目的に応じそれぞれの窓口において審査を行う
必要があることから、それぞれへの届出が必要であ
り、両法を適切に運用していくためには、届出を一本

化することはできない。
　また、化審法に基づく届出においては、環境への
影響の観点から、難分解性等を有する物質について
のみ変異原性試験の実施を行うことを求めているの
に対し、安衛法においては、労働者の健康の保護の
観点から届出を義務づけているものであり、製造中
間体についても届出を義務づけていることや届出の
対象となる製造量を化審法より低く設定するなど、届
出対象は広くなっている。また、それらすべてについ
て、変異原性試験の実施を求めている等の点で、化
審法と大きく異なるものであり、届出を一本化するこ
とはできない。安衛法の届出のうち、変異原性試験
の結果報告の提出が化審法の届出と重なるのは、
年間およそ30件（安衛法による届出件数の3％相当）
程度にすぎないものであり、法の趣旨や届出対象の
差異等を無視して届出を一本化したとしても届出者

の負担軽減となるものではない。

（社）
日本
経済
団体
連合
会

224 A
化審法と労働安全衛生法におけ
る新規化学物質に関する重複届

出の簡素化【新規】

 　新規化学物質に関する変異原性試験とがん原性試験の
結果について、化審法に基づいて届出をした場合は、労働

安全衛生法の届出を不要とすべきである。

　 新規化学物質に関する変異原性試験とがん原性試験の
結果について、化審法に基づく届出と労働安全衛生法に基
づく届出の内容は同一であるため、届出業務の簡素化により

事業者の負担を軽減することができる。

  化学物質の審
査及び製造等
の規制に関する
法律第4条第2

項
  新規化学物質
に係る試験並び
に第1種監視化
学物質及び第2
種監視化学物
質に係る有害性
の調査の項目
等を定める省令
第2条第3項
  労働安全衛生
法第57条の3
  労働安全衛生
規則第34条の3

経済産業省製
造産業局化学
物質管理課
厚生労働省医
薬食品局審査
管理課、労働
基準局安全衛
生部化学物質
対策課

　 化審法において、新規化学物
質を製造し、又は輸入しようとす
る者は、新規化学物質の名称等
を経済産業省に届け出ることが
義務づけられている。その際、
人の健康を損なうおそれ（有害
性）があるものについては、変異
原性試験や、がん原性試験等を
実施することとされている。

　 労働安全衛生法では、新規化
学物質を製造し、輸入しようとす
る者は、有害性の調査の結果を
厚生労働省に届け出ることが義
務づけられている。有害性の調
査では、変異原性試験、化学物
質のがん原性に関し変異原性
試験と同等以上の知見を得るこ
とができる試験又はがん原性試
験のうちいずれかの試験を行う

こととされている。

5057 5057225 z17021

厚生労働
省、経済
産業省、
環境省

化学物質
の審査及
び製造等
の規制に
関する法
律及び労
働安全衛
生法

　労働安全衛生法においては、化学物
質による労働者の健康障害を防止する
ため、新規化学物質を製造し、輸入しよ
うとする事業者は、当該化学物質の名
称、有害性の調査結果等を厚生労働大
臣に届け出ることとされている。事業者
は有害性の調査の結果に基づき労働
者の健康障害を防止するために必要な
措置を講じなければならない。また、厚
生労働大臣は学識経験者の意見を聞
き、必要に応じ設備の設置等を講じる

よう勧告することができる。
　化審法においては、有害な化学物質
が環境を経由して人の健康又は動植物
の生息・生育に与える影響を未然に防
止することを目的に、新規化学物質を
製造又は輸入しようとする者は、あらか
じめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び
環境大臣に必要事項を届け出ることと

されている。

c

　労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）は、労働
者の安全衛生を確保することを目的としており、化学
物質については労働環境等を通じた直接的な曝露
による労働者の健康影響防止が主眼となっている。
一方、化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律（以下「化審法」という。）は、化学物質が環境を
経由して人の健康又は動植物の生息・生育に与える
影響を未然に防止することを目的としている（間接的

な曝露）。
　安衛法においては、出来るだけ不純物を分離した
ものを用いて試験することを原則としているが、仮に
不純物が１０重量％混入していたとしても、少なくとも
実際に労働者に曝露される姿での化学物質で試験
を行うため、労働者の健康影響の可能性を確認する
ことが可能である。一方、化審法に基づく審査におい
ては、届出化学物質に少量に含まれる他の化学物
質が環境中で濃縮されることによって、人の健康や
動植物の生息・生育に影響を与える可能性があるた
め、１重量％以上含まれる物質については、個別の
物質として勘案し個別に届出を行うこととしている。
　このように、両法の目的は異なっているため、化審
法第３条の届出に係る化学物質に含まれる他の化
学物質の取り扱いに係る基準を安衛法と同様にする

ことはできない。

以下要望者意見を踏まえて、再検討されたい。
「化審法では、不純物が1重量％以上含有されている
物質は新規化学物質として扱われて届出が必要で
あるが、これは諸外国（米国、EU、カナダ等）に比べ
て非常に厳しい基準である。不純物の届出の必要性
について、諸外国よりも厳しい基準を課している理由
を明示すべきである。その上で届出が必要と考える
ならば、不純物の衛生性試験によって事業者の競争
力が落ちないように、費用補助や審査期間の短縮等

の措置を行うべきである。」

c

　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
（以下「化審法」という。）では、化学物質が環境を経
由して人の健康又は動植物の生息・生育に与える影
響（間接的なばく露）を未然に防止することを目的と
しているため、新規化学物質の届出に際しては、単
一の化学物質ごとにその性状を評価することを原則
としている。その際、たとえ他の物質に不純物として
含まれる化学物質であっても、それが新規化学物質
でありかつ１重量％を超えて含有されている場合に
は、それが環境中で濃縮され、人の健康や動植物の
生息・生育に影響を与える可能性が無視できないた
め、こうした物質による影響の未然防止の観点から、
当該不純物について化審法上の届出又は確認の対
象としているものである。（我が国で製造されている
化学物質の中には、１００万トンを超える物質もあり、
この場合、たとえ１％程度の不純物であってもその製
造量は１万トンを超えることとなり、決して無視出来る

数量ではない。）
　一方、化審法においては、以上の法目的を確保し
つつ極力事業者の負担を軽減するとの観点から、規
制の合理化を進めているところである。例えば、国内
の年間製造・輸入量が１トン以下の新規化学物質に
ついては、安全性の試験データの添付なしに書類審
査のみで製造・輸入を可能とする少量新規化学物質
の届出制度があり、また、平成１５年の法改正（平成
１６年４月より施行）において、国内の年間製造・輸入
量が１０ｔ以下の物質に対する低生産量の特例制度
を導入しており、この場合、低濃縮であれば新規化
学物質であっても毒性試験を行う必要はない。さら
に、濃縮度試験については、類似構造物質の過去の
濃縮性のデータから濃縮性の類推が可能であるもの
については、類似物質のデータによる判断を実施
し、審査における申請者の費用負担の軽減と試験期

（社）
日本
経済
団体
連合
会

225 A
化審法における不純物規制の見

直し【新規】

　 不純物が新規化学物質として取り扱われるようになる含
有割合（1重量％）を、労働安全衛生法の運用上の含有割

合である10重量％へ引き上げるべきである。

　 不純物を1重量％以上含んだ化合物が新規化学物質と扱
われると、不純物全てについて衛生性試験を行うことになる
が、個々の物質ではなく、実際に流通する化合物の全体を

チェックすることで安全性を担保できる。
　 また、衛生性試験では8～9種類の試験を行う必要があり、
1つの新規化学物質あたり最大2000万円程度の費用と、7～
8か月程度の期間がかかり、事業者に負担が生じている。
　この点、労働安全衛生法では、不純物の含有割合を10重
量％以上として運用することで新規化学物質の安全性が担
保されており、見直しにあたり参考とすべきである。

　なお、諸外国（米国、EU、カナダ等）では不純物に関する届
出は不要とされており、衛生性試験により化学物質の製造販
売時期が遅れると、国際競争の観点から不利である。

化学物質の審
査及び製造等
の規制に関する
法律第3条、第4

条
化学物質の審
査及び製造等
の規制に関する
法律の運用に
ついて（2004年3
月25日　薬食発
第0325001号、
2004年3月19日
第3号、環保企

発第
040325001）
有害性情報の
報告に関する運
用について
（2004年3月25
日　薬食発第
0325002号、
2004年3月19日
製局第5号、環
保企発第
040325003）

経済産業省製
造産業局化学
物質管理課
厚生労働省医
薬食品局審査
管理課

環境省総合環
境政策局環境
保健部企画課
化学物質審査

室

　不純物として含まれる化合物
については、その含有割合が1
重量％以上の場合は、当該化
合物は新規化学物質として取り

扱われる。

5057 5057229 z17022 環境省

（参考条
文）

自然公園
法第６０条
第１項

都道府県立自然公園の特別地域内に
おける行為については、自然公園法に
規定する国立公園の特別地域内にお
ける行為に関する規制の範囲内におい
て、条例で必要な規制を定めることがで

きる。

e
本規制は千葉県の条例によるものであるので、千葉

県がその適否を判断すべきものである。
-

（社）
日本
経済
団体
連合
会

229 A

千葉県立自然公園の特別地域内
における

行為許可申請手続きの簡素化【新
規】

　県道・市道あるいは両総用水の申請と同様に5年ごとの
更新申請を可能とすべきである。

　排水管理のように設備がある限り定期的に作業が必要な
場合であっても、毎年同じ煩雑な手続きを求められている。

千葉県立自然
公園条例　12条
1項、5項

千葉県立自然
公園条例施行
規則　16条　1
項、2項

千葉県長生地
域整備セン
ター管理課

　千葉県立九十九里自然公園
内の特別区域内において重機を
搬入するなどの行為を行う場合
には県知事の許可を得ることが
必要であるが、1年ごとに更新申
請が必要となっている。

5065 5065011 z17023 環境省

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律
第11条

産業廃棄物については、排出事業者が
排出した廃棄物の適正処分に対する責

任を有する。
 c  

廃棄物処理法では、事業者は廃棄物の発生から最
終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行わ
れるために必要な措置を講じなければならず、この
責任の範囲内で広く具体的な義務を負うという点に
おいて、厳格な排出事業者責任が定められている。
組合の各加入企業における事業活動から生じた産
業廃棄物の排出事業者責任は、組合でなく各加入企
業に発生するものであり、加入企業と別個の法人格
である組合は排出事業者責任を負うものでない。

要望者再意見
「産業廃棄物のリサイクル促進においては、少量排
出のものをいかに手間をかけずかつ効率的（＝低コ
ストで）に回収するかが鍵となりますが、特に、蛍光
管といった一般廃棄物と同等と見なせるのものは取
扱いしても容易であり、提案申しあげている内容の
弾力的運用も蛍光管リサイクルを促進する上での一
つの方策思います。このため、法の弾力的運用の検
討等がなされる機会がある場合においては、是非と
も本件についてもご検討いただきますようよろしくお

願いいたします。」

c

産業廃棄物のリサイクルについては、ご指摘のとお
り回収の効率性の観点も重要であると思料するが、
一方で、廃棄物処理法では、廃棄物という物の性状
にかんがみ、不適正処理防止の観点から、廃棄物の
発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の
適正性を確保するために排出事業者が処理責任を
負っている。このため、組合の各加入企業における
事業活動から生じた産業廃棄物の排出事業者責任
は各企業に発生するものであることから、組合はこ
の加入企業の排出事業者責任を負う者には該当し

ない。

社団
法人
日本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連
合会、
株式
会社
ジェイ・
リライ
ツ、

11 A
廃棄物排出事業者取扱い（範囲）

の緩和について

使用済みとなった蛍光管のリサイクルについては、少量排
出事業者の場合は運搬コスト(委託した場合少量のため割
高)・手間(処理契約・長期保管・マニュフェスト発行)等の問
題から、その推進に理解が得にくいのが現状である。この
ため、使用済蛍光管リサイクルの一層の促進を図るため、
組合と一体となってその促進に取り組む場合は、「組合員
が所有する使用済蛍光管の排出事業者は組合と見なす」
といった廃棄物処理法の弾力的運用を検討願いたい。

廃棄物処理法では「事業者はその廃棄物を自ら処理し
なければならない」とし、基本的には政令に基づいて委
託する場合を除き、他人で処理(運搬・処分)することは
認められていない。しかし、電気工事組合・商店街組
合・工業団地等の組合が組織的に蛍光管リサイクル促
進に取り組む場合は、組合員が所有する使用済蛍光管
は組合の所有物と見なし、処理契約(運搬・処分)・保管
管理等を一括代表して組合が行うこととする。

提案理由：　左記のとおり、特に少量排出事業者の場合、コ
スト・手間の問題が蛍光管リサイクルを促進する上での阻害
要因の一つとなっている。　　　　　　　懸念事項への対応策：
組合員と組合が一体となって取り組む活動(一方的な組合へ
の処理責任の転嫁ではないこと)の証として、「排出事業者変
更届出書(仮称)、参加組合員リスト、処分委託契約書写し」を
市等監督官庁への提出を義務付ける。また、蛍光管の場
合、性状・構造的にも一般廃棄物と同等であり、通常の産業

廃棄物とは内容を異にしていると考えます。

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

第11条、第12条

環境省

［運用のイメージ］　　　　　　・組
合員(店舗・工場等)は組合での
会合等を利用し、数本・数十本
程度の単位で組合へ持参。
・組合で適正に保管管理し、一
定の保管量となった時点で、一
括してマニュフェストを発行し、リ
サイクル事業者へ処理を委託。
(組合はリサイクル事業者とは予

め処分契約を締結)
・運搬は許可を取得した運搬会
社となるが、近郊の場合は組合
が自ら運搬することも可能。
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5066 5066004 z17024 全省庁

環境省内
部通達（平
成１４年７
月１日）
乙は、本
契約に
よって生じ
る権利又
は義務の
全部若しく
は一部を
甲の承諾
を得た場
合を除き
第三者に
譲渡し、又
は承継さ
せてはな
らない。た
だし、信用
保証協会
及び中小
企業信用
保険法施
行令（昭和
２５年政令
３５０号）第
１条の２に
規定する
金融機関
に対して
売掛債権
を譲渡す

　環境省においては、既に平成1４年７
月から売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合の債権譲渡特約の部分
解除を実施し、更にその譲渡対象者の
範囲の拡大の措置を検討していくこと

にしている。

C

　環境省においては、既に平成14年7月から売掛債
権担保融資保証制度を利用する場合の債権譲渡特
約の部分解除を実施し、更にその譲渡対象者の範
囲の拡大の措置を検討していくことにしているが、各
省庁及び各地方公共団体に適用する統一的な共通
ルールの策定については、国の会計法規を所管する

財務省において実施すべきと考える。

-

社団
法人
リース
事業
協会

4 A
国・地方自治体向け金銭債権の
証券化に関する債権譲渡禁止特

約の解除

各省庁及び地方自治体において、統一的かつ早急に債権
譲渡禁止特約の解除の対象となる契約（リース契約等）及
び譲渡対象者の拡大（特定目的会社等）を望む。

各省庁及び地方自治体ごとに対応が異なり、引き続き、統一
的かつ早急な対応が求められる。

全省庁、地方
自治体

5083 5083004 z17025 全省庁 なし

原則公開
（行政処分、不服審査、試験等に関す
る審議会等で、公開により当事者又は
第三者の権利、利益や公共の利益を害
するおそれがある場合は非公開。）

ｄ
環境省の審議会等については、現状においても原則
公開としているところであり、引き続き適切に対処す

る。
-

特定
非営
利活
動法
人「子
どもに
無煙
環境
を」推
進協
議会

4 A
政府省庁の審議会は原則的に公

開（傍聴可能）とすべき

　例えば厚生労働省の審議会（厚生科学審議会地域保健
健康増進栄養部会や中央社会保険医療協議会など）は公
開（傍聴可能）で，事前にホームページで広報させている。
　しかし，例えば財務省の財政制度等審議会たばこ事業等
文科会，税制調査会など）は，財務省のホームページの週
間予定には掲載されているが，非公開となっている。これら

審議会等は，公開（傍聴可能）とすべきである。

政策決定のための審議会の審議を国民が傍聴すること
により，審議の透明性が高まり，かつ国民も情報を速や
かに知ることにより，早期の情報入手と対応が可能にな

る。

　政府省庁の審議会の資料が後日（１～２週間後）そのホー
ムページで公開され，１～数カ月後には議事録が公開されて
いるようであるが，国民が審議情報の詳細を知るには余りに

タイムラグがあり過ぎる。
　マスメディアにのみ公開したり，会後，審議会長が記者発
表や会見をする場合もあるが，あわせて公開（傍聴可能）を

制度化すべきである。
　動きが早くなっている政策決定や実施にあたって，国民の
知る権利を保証し，合意形成を進めるためには，これは不可

欠な制度である。

全省庁


